
○

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

（
第
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四
の
二

（
略
）

一
～
四
の
二

（
略
）

五

新
株
引
受
権
証
書

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
新
株
引
受
権
証

五

新
株
引
受
権
証
書

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
証
書
の
う
ち
、

書
を
い
い
、
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質
を
有
す

次
号
に
掲
げ
る
新
株
引
受
権
証
券
以
外
の
も
の
を
い
い
、
同
項
第
九
号
に
掲

る
も
の
を
含
む
。

げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。

五
の
二

新
株
予
約
権
証
券

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
新
株
予
約

五
の
二

新
株
引
受
権
証
券

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
証
書
の
う

権
証
券
を
い
い
、
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質
を

ち
、
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
発
行
に
伴
い
発
行
さ

有
す
る
も
の
を
含
む
。

れ
る
も
の
を
い
い
、
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
こ
れ
と
同
じ
性
質

を
有
す
る
も
の
を
含
む
。

五
の
三

（
略
）

五
の
三

（
略
）

六

新
株
予
約
権
付
社
債
券

社
債
券
の
う
ち
、
新
株
予
約
権
を
付
与
さ
れ
て

六

転
換
社
債
券

社
債
券
の
う
ち
、
一
定
の
条
件
の
下
に
株
券
に
転
換
す
る

い
る
も
の
を
い
う
。

権
利
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

（
削
る
）

六
の
二

新
株
引
受
権
付
社
債
券

社
債
券
の
う
ち
、
一
定
の
条
件
の
下
に
当

該
社
債
券
の
発
行
会
社
の
新
株
を
引
き
受
け
る
権
利
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も

の
を
い
う
。

六
の
二

（
略
）

六
の
三

（
略
）

六
の
三

（
略
）

六
の
四

（
略
）



六
の
四

（
略
）

六
の
五

（
略
）

六
の
五

（
略
）

六
の
六

（
略
）

七
～
八

（
略
）

七
～
八

（
略
）

（
削
る
）

九

転
換
社
債

転
換
社
債
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
い
う
。

九

新
株
予
約
権
付
社
債

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利

九
の
二

新
株
引
受
権
付
社
債

新
株
引
受
権
付
社
債
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き

を
い
う
。

権
利
を
い
う
。

九
の
二

（
略
）

九
の
三

（
略
）

十
～
三
十

（
略
）

十
～
三
十

（
略
）

三
十
一

特
別
利
害
関
係
者
等

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

三
十
一

特
別
利
害
関
係
者
等

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ

当
該
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

イ

当
該
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

特
別
利
害
関
係
者
（
当
該
会
社
の
役
員
（
役
員
持
株
会
を
含
む
。
）
、
当

特
別
利
害
関
係
者
（
当
該
会
社
の
役
員
（
役
員
持
株
会
を
含
む
。
）
、
当

該
役
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
血
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
役

該
役
員
の
配
偶
者
及
び
二
親
等
内
の
血
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
役

員
等
」
と
い
う
。
）
、
役
員
等
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
ロ

員
等
」
と
い
う
。
）
、
役
員
等
が
自
己
又
は
他
人
（
仮
設
人
を
含
む
。
ロ

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
り
所
有
す
る
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
義
に
よ
り
所
有
す
る
株
式
（
優
先
出
資
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
が
、
会
社
の
総
株
主
又
は
総

。
以
下
同
じ
。
）
の
数
又
は
出
資
の
金
額
の
合
計
が
、
会
社
の
発
行
済
株

社
員
の
議
決
権
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。

式
（
発
行
済
優
先
出
資
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
数
又
は
出
資
の
総

）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
会
社
、
当
該
会
社
の
関
係
会
社
並
び
に

額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
会
社
、
当
該
会
社
の
関
係
会
社
並
び
に

当
該
関
係
会
社
の
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

当
該
関
係
会
社
の
役
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

当
該
会
社
の
株
主
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律

ロ

当
該
会
社
の
株
主
（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
に

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。
）
に

規
定
す
る
優
先
出
資
者
を
含
む
。
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
を
除
き
、

規
定
す
る
優
先
出
資
者
を
含
む
。
第
十
九
条
及
び
第
二
十
二
条
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
で
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
す
る
株
式
に
係

以
下
同
じ
。
）
で
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
す
る
株
式
の
数

る
議
決
権
が
多
い
順
に
十
番
目
以
内
と
な
る
者

が
多
い
順
に
十
番
目
以
内
と
な
る
者



ハ

当
該
会
社
の
人
的
関
係
会
社
（
人
事
、
資
金
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ

ハ

当
該
会
社
の
人
的
関
係
会
社
（
人
事
、
資
金
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ

て
、
当
該
会
社
が
、
他
の
会
社
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
場
合
又
は
他

て
、
当
該
会
社
が
、
他
の
会
社
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
る
場
合
又
は
他

の
会
社
に
よ
り
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会

の
会
社
に
よ
り
実
質
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
資
本
的
関
係
会
社
（

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
資
本
的
関
係
会
社
（

当
該
会
社
（
当
該
会
社
の
特
別
利
害
関
係
者
を
含
む
。
）
が
他
の
会
社
の

当
該
会
社
（
当
該
会
社
の
特
別
利
害
関
係
者
を
含
む
。
）
が
他
の
会
社
の

総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
二
十
以
上
を
実
質
的
に
所
有
し
て
い
る
場
合

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
二
十
以
上
を
実
質
的
に
所

又
は
他
の
会
社
（
当
該
他
の
会
社
の
特
別
利
害
関
係
者
を
含
む
。
）
が
当

有
し
て
い
る
場
合
又
は
他
の
会
社
（
当
該
他
の
会
社
の
特
別
利
害
関
係
者

該
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
二
十
以
上
を
実
質
的
に
所
有
し
て

を
含
む
。
）
が
当
該
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
実

い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

質
的
に
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ

じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
役
員

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
役
員

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

（
届
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総

額
が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

額
が
一
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
募
集
又
は
売
出
し
と
す
る
。

一

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
で

（
新
設
）

、
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株

予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の

合
計
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集

又
は
売
出
し

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

一

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額



（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株
予
約

に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
二
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集

権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係

又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当

る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
合
算
し

該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

た
金
額
。
以
下
こ
の
条
、
第
九
条
の
二
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除

十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
募
集
又

く
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お

は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
二
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集
又
は
売
出
し
（
法

い
て
転
換
社
債
券
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当
該
届
出
前
に
し
た

ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）
の
発
行

も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
登
録
追
補
書

価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合

類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
当

に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お
い
て
新
株
予
約
権

付
社
債
券
は
、
前
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
号
ハ
に
掲

げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）
の
発
行
価
額
又

は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
一
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け

る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

三

（
略
）

一
の
二

（
略
）

四

（
略
）

二

（
略
）

五

（
略
）

三

（
略
）

六

（
略
）

四

（
略
）

七

（
略
）

五

（
略
）

八

（
略
）

六

（
略
）

（
届
出
書
提
出
期
限
の
特
例
）

（
届
出
書
提
出
期
限
の
特
例
）

第
三
条

法
第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

第
三
条

法
第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は



、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
場
合
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
場
合
と
す
る
。

一

株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
（

一

株
券
（
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
株
引
受
権
証
書
（

優
先
出
資
引
受
権
証
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
株
予
約
権
証
券
及
び

優
先
出
資
引
受
権
証
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
新
株
引
受
権
証
券
、
転

新
株
予
約
権
付
社
債
券
以
外
の
有
価
証
券

換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
券
以
外
の
有
価
証
券

二

（
略
）

二

（
略
）

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
に
転
換
す
る

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

こ
と
を
条
件
と
す
る
転
換
社
債
券

付
社
債
券

（
削
る
）

四

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
新
株
の
引
受
権
を

付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券

四

（
略
）

五

（
略
）

（
有
価
証
券
通
知
書
）

（
有
価
証
券
通
知
書
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
は
、
千

４

法
第
四
条
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
額
は
、
千

万
円
（
当
該
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
千
万
円
か
ら

万
円
と
す
る
。

当
該
新
株
予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き

金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め



る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
に
転
換
す
る

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

こ
と
を
条
件
と
す
る
転
換
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定

証
券
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
又
は
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募

前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

イ

発
行
価
格

イ

発
行
価
格

ロ

申
込
証
拠
金

ロ

申
込
証
拠
金

ハ

利
率

ハ

申
込
取
扱
場
所

ニ

申
込
取
扱
場
所

ニ

引
受
人
（
元
引
受
契
約
を
締
結
す
る
証
券
会
社
の
う
ち
主
た
る
も
の
を

ホ

利
息
の
支
払
場
所

除
く
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
住
所

ヘ

転
換
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
の
発
行
価
格

ホ

引
受
新
株
予
約
権
数
及
び
引
受
け
の
条
件

ト

転
換
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
の
発
行
価
格
の
う
ち
の
資
本
組
入
額

ヘ

新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額

チ

転
換
請
求
の
取
次
場
所

ト

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株

リ

引
受
人
（
元
引
受
契
約
を
締
結
す
る
証
券
会
社
の
う
ち
主
た
る
も
の
を

券
の
発
行
価
格

除
く
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
住
所

チ

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株

ヌ

引
受
金
額
及
び
引
受
け
の
条
件

券
の
発
行
価
格
の
う
ち
の
資
本
組
入
額

ル

社
債
管
理
会
社
又
は
社
債
の
管
理
会
社
の
名
称
及
び
そ
の
住
所

リ

新
株
予
約
権
の
行
使
請
求
の
受
付
場
所
、
取
次
場
所
及
び
払
込
取
扱
場

ヲ

社
債
管
理
会
社
又
は
社
債
の
管
理
会
社
の
委
託
の
条
件

所

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
新
株
の
引
受
権
を

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
引
受
権
付
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
引
受
権
の
行
使
に

付
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要

よ
り
発
行
す
る
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場



が
あ
る
場
合

合

イ

発
行
価
格

イ

新
株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
の
発
行
価
格

ロ

利
率

ロ

新
株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
の
発
行
価
格
の
う
ち
の

ハ

申
込
証
拠
金

資
本
組
入
額

ニ

申
込
取
扱
場
所

ハ

新
株
引
受
権
の
行
使
請
求
の
受
付
場
所
及
び
取
次
場
所

ホ

利
息
の
支
払
場
所

ニ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
リ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

へ

新
株
予
約
権
の
発
行
価
格

ト

新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額

チ

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株

券
の
発
行
価
格

リ

新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株

券
の
発
行
価
格
の
う
ち
の
資
本
組
入
額

ヌ

新
株
予
約
権
の
行
使
請
求
の
受
付
場
所
、
取
次
場
所
及
び
払
込
取
扱
場

所
ル

引
受
人
（
元
引
受
契
約
を
締
結
す
る
証
券
会
社
の
う
ち
主
た
る
も
の
を

除
く
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
住
所

ヲ

引
受
金
額
及
び
引
受
け
の
条
件

ワ

社
債
管
理
会
社
又
は
社
債
の
管
理
会
社
の
名
称
及
び
そ
の
住
所

カ

社
債
管
理
会
社
又
は
社
債
の
管
理
会
社
の
委
託
の
条
件

三
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

（
新
設
）

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

約
権
付
社
債
券
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項



四

社
債
券
（
前
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
に
つ
き

四

社
債
券
（
第
二
号
に
規
定
す
る
転
換
社
債
券
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
新

、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号
に
掲

株
引
受
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募

げ
る
事
項

集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
リ
か
ら
ヲ
ま
で

に
掲
げ
る
事
項

四
の
二
・
四
の
三

（
略
）

四
の
二
・
四
の
三

（
略
）

五

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
売
出
し
を
行
う
株
券
又
は
新

五

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
売
出
し
を
行
う
株
券
又
は
新

株
予
約
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要

株
引
受
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合

が
あ
る
場
合

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

五
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

（
新
設
）

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

約
権
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

合

前
号
に
掲
げ
る
事
項

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

第
九
条
の
二

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

第
九
条
の
二

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
が
新
株
予
約
権
証
券
で
あ
る
場
合
で

（
新
設
）

、
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
に
当
該
新
株

予
約
権
証
券
に
係
る
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の



合
計
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集

又
は
売
出
し

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

一

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
二
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集

に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
二
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集

又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当

又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当

該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お

く
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お

い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
て
転
換
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す

号
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す
。
）
の
発

。
）
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上

行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上
と
な
る
場

と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

合
に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

三

（
略
）

二

（
略
）

四

（
略
）

三

（
略
）

五

（
略
）

四

（
略
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
九
条
の
四

（
略
）

第
九
条
の
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

４

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

一

有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

れ
て
い
る
株
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
券
」
と
い
う
。
）
又
は

れ
て
い
る
株
券
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
上
場
株
券
」
と
い
う
。
）
又
は



証
券
業
協
会
に
店
頭
売
買
有
価
証
券
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券
（
以
下

証
券
業
協
会
に
店
頭
売
買
有
価
証
券
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
店
頭
登
録
株
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
し
て
お
り
、
か

こ
の
項
に
お
い
て
「
店
頭
登
録
株
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
し
て
お
り
、
か

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

法
令
に
よ
り
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
社
債
券
（

ヘ

法
令
に
よ
り
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
社
債
券
（

新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
を
既
に
発
行
し
て
い
る
こ
と
。

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
を
既
に
発
行
し
て

い
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

３

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

内
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

一

内
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

度
の
直
前
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の

度
の
直
前
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の

末
日
に
お
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

末
日
に
お
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数

二

（
略
）

二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

５

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）



二

当
該
事
業
年
度
に
係
る
商
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

二

当
該
事
業
年
度
に
係
る
商
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類

で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
、
又
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の

で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
、
又
は
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の

（
外
国
会
社
及
び
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準

（
外
国
会
社
及
び
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準

ず
る
も
の
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

ず
る
も
の
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

６

（
略
）

６

（
略
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、

利
益
（
剰
余
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
利
息
の
配
当

利
益
（
剰
余
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
利
息
の
配
当

、
残
余
財
産
の
分
配
、
利
益
を
用
い
て
行
う
当
該
有
価
証
券
の
消
却
及
び
優
先

、
残
余
財
産
の
分
配
、
利
益
を
用
い
て
行
う
当
該
有
価
証
券
の
消
却
及
び
優
先

出
資
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
普
通
出
資
の
増
加
に
よ
つ
て
得
た
資
金
を

出
資
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
普
通
出
資
の
増
加
に
よ
つ
て
得
た
資
金
を

も
つ
て
行
う
優
先
出
資
の
消
却
に
つ
い
て
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
有
価
証
券
ご

も
つ
て
行
う
優
先
出
資
の
消
却
に
つ
い
て
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
有
価
証
券
ご

と
に
、
そ
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
株
主
（
当
該
有
価
証

と
に
、
そ
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
株
主
（
当
該
有
価
証
券
が
株
券
以
外
の

券
が
株
券
以
外
の
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
）
の
数
に
よ
り

有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
所
有
者
）
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
定
款
を
も
つ
て
譲
受

す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
定
款
を
も
つ
て
譲
受
人
を
当
該
会
社
の

人
を
当
該
会
社
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

事
業
に
関
係
の
あ
る
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
株
券
に
つ
い
て

る
株
券
に
つ
い
て
、
当
該
株
券
の
所
有
状
況
の
把
握
に
資
す
る
た
め
、
当
該
会

、
当
該
株
券
の
所
有
状
況
の
把
握
に
資
す
る
た
め
、
当
該
会
社
が
株
主
名
簿
以

社
が
株
主
名
簿
以
外
に
当
該
会
社
の
事
業
と
特
定
の
関
係
を
有
す
る
当
該
株
券

外
に
当
該
会
社
の
事
業
と
特
定
の
関
係
を
有
す
る
当
該
株
券
の
所
有
者
に
係
る

の
所
有
者
に
係
る
名
簿
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
名
簿
に
基
づ

名
簿
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
名
簿
に
基
づ
き
当
該
株
券
の
移

き
当
該
株
券
の
移
動
が
管
理
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
た

動
が
管
理
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
所
有
者
に
つ
い
て

所
有
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
を
当
該
名
簿
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で

は
、
そ
の
数
を
当
該
名
簿
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。



（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様
式
、

社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様
式
、

外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
三
通
を

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
三
通
を

作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株
式

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
転
換
社
債
券
及
び
新
株
引
受
権

買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

付
社
債
券
（
株
式
買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ

じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、

証
書
、
預
託
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券

外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
預
託
証
券
（
株
券
、
転
換
社
債
券
又
は
新
株
引
受

に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除

権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手

ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
（
五
十
名
未
満

方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。

の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お

）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
出
し
を
い
う
。
以
下
こ

い
て
同
じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
出
し
を
い

の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は

総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ

売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い

た
場
合

て
開
始
さ
れ
た
場
合

イ

有
価
証
券
の
種
類
及
び
銘
柄
（
株
券
の
場
合
は
株
式
の
種
類
及
び
新
株

イ

株
式
の
種
類
（
転
換
社
債
券
の
場
合
に
は
そ
の
銘
柄
、
新
株
引
受
権
付

予
約
権
付
社
債
券
の
場
合
は
そ
の
旨
を
含
む
。
）

社
債
券
の
場
合
に
は
そ
の
銘
柄
及
び
新
株
引
受
権
付
社
債
券
で
あ
る
旨
）

ロ

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
事
項

ロ

発
行
数
又
は
売
出
数

⑴

株
券

ハ

発
行
価
格
及
び
資
本
組
入
額
又
は
売
出
価
格



発
行
数
又
は
売
出
数

ニ

発
行
価
額
の
総
額
及
び
資
本
組
入
額
の
総
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額





発
行
価
格
及
び
資
本
組
入
額
又
は
売
出
価
格

ホ

券
面
額
の
総
額
（
株
券
の
場
合
を
除
く
。
）



発
行
価
額
の
総
額
及
び
資
本
組
入
額
の
総
額
又
は
売
出
価
額
の
総

ヘ

発
行
方
法

額

ト

引
受
人
又
は
売
出
し
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

⑵

新
株
予
約
権
証
券

チ

募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
地
域



発
行
数
又
は
売
出
数

リ

新
規
発
行
に
よ
る
手
取
金
の
額
及
び
使
途



発
行
価
格
又
は
売
出
価
格

ヌ

発
行
年
月
日
又
は
受
渡
し
年
月
日



発
行
価
額
の
総
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

ル

当
該
有
価
証
券
を
証
券
取
引
所
に
上
場
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る



新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類
及
び
数

当
該
証
券
取
引
所
の
名
称



新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額

ヲ

転
換
社
債
券
の
場
合
に
は
、
イ
及
び
ハ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の



新
株
予
約
権
の
行
使
期
間

ほ
か
そ
の
利
率
及
び
転
換
の
条
件



新
株
予
約
権
の
行
使
の
条
件

ワ

新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
場
合
に
は
、
イ
及
び
ハ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ



新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
の
当
該
株
券

る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
利
率
、
新
株
の
引
受
権
の
内
容
、
新
株
の
引
受
権

の
発
行
価
格
の
う
ち
の
資
本
組
入
額

の
行
使
期
間
及
び
譲
渡
に
関
す
る
事
項



新
株
予
約
権
の
譲
渡
に
関
す
る
事
項

カ

預
託
証
券
の
場
合
に
は
、
イ
か
ら
ワ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事

⑶

新
株
予
約
権
付
社
債
券

項
の
ほ
か
当
該
預
託
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
有
価
証
券
の
内
容



発
行
価
格
又
は
売
出
価
格



発
行
価
額
の
総
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額



券
面
額
の
総
額



利
率



償
還
期
限



新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類
及
び
数



新
株
予
約
権
の
総
数



新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額





新
株
予
約
権
の
行
使
期
間



新
株
予
約
権
の
行
使
の
条
件



新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
券
を
発
行
す
る
場
合
の
当
該
株
券

の
発
行
価
格
の
う
ち
の
資
本
組
入
額



新
株
予
約
権
の
行
使
時
に
社
債
の
全
額
の
償
還
に
代
え
て
新
株
予

約
権
の
行
使
に
際
し
て
払
い
込
む
べ
き
金
額
の
全
額
の
払
込
み
が
あ

つ
た
も
の
と
す
る
と
き
は
そ
の
旨



新
株
予
約
権
の
譲
渡
に
関
す
る
事
項

ハ

発
行
方
法

ニ

引
受
人
又
は
売
出
し
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

ホ

募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
地
域

ヘ

新
規
発
行
に
よ
る
手
取
金
の
額
及
び
使
途

ト

新
規
発
行
年
月
日
又
は
受
渡
し
年
月
日

チ

当
該
有
価
証
券
を
証
券
取
引
所
に
上
場
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
証
券
取
引
所
の
名
称

リ

預
託
証
券
の
場
合
に
は
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事

項
の
ほ
か
当
該
預
託
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
有
価
証
券
の
内
容

二

募
集
に
よ
ら
な
い
で
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券

二

募
集
に
よ
ら
な
い
で
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券

又
は
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と

又
は
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と

す
る
募
集
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
で
、

す
る
募
集
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
で
、

当
該
取
得
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
の
発
行
に

当
該
取
得
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
の
発
行
に

つ
き
取
締
役
会
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
又
は
主
務
大
臣
の
認
可
が
あ
つ

つ
き
取
締
役
会
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
又
は
主
務
大
臣
の
認
可
が
あ
つ

た
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
取
得
が
主
と
し
て
本
邦
以

た
場
合
（
当
該
取
得
が
主
と
し
て
本
邦
以
外
の
地
域
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は



外
の
地
域
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
）

、
当
該
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
）

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ヘ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
リ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

前
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

ロ

前
号
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

株
券
（
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
又
は
利
益
金
処
分
に
よ
る
資
本
組
入
れ

ニ

株
券
（
準
備
金
の
資
本
組
入
れ
又
は
利
益
金
処
分
に
よ
る
資
本
組
入
れ

及
び
合
併
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
新
株
予
約
権
証
券

及
び
合
併
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合
に
は
、
イ
及
び

の
場
合
に
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項

ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴

当
該
株
券
又
は
新
株
予
約
権
証
券
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下

⑴

当
該
株
券
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
取

ニ
に
お
い
て
「
取
得
者
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏

得
者
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
又
は
出

名
、
資
本
又
は
出
資
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
個
人
の
場
合
に
お
い
て

資
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
個
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
氏
名
及

は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
）

び
住
所
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

⑶

保
有
期
間
そ
の
他
の
当
該
株
券
又
は
新
株
予
約
権
証
券
の
保
有
に
関

⑶

保
有
期
間
そ
の
他
の
当
該
株
券
の
保
有
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

す
る
事
項
に
つ
い
て
の
取
得
者
と
提
出
会
社
と
の
間
の
取
決
め
の
内
容

取
得
者
と
提
出
会
社
と
の
間
の
取
決
め
の
内
容

二
の
二

令
第
一
条
の
四
第
二
項
（
令
第
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
新
設
）

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
募
集
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
新
株

予
約
権
証
券
の
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘
（
令
第
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘
を
い
う
。
）
又
は
令
第
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
売
出
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
証
券
の
売
付
け
の

申
込
み
若
し
く
は
そ
の
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
売
付
け
の
申
込
み
又
は
そ
の
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
を
い
う
。
）

の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ

き
取
締
役
会
又
は
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合



イ

銘
柄

ロ

第
一
号
ロ
の?

に
掲
げ
る
事
項

ハ

当
該
取
得
の
申
込
み
の
勧
誘
又
は
売
付
け
の
申
込
み
若
し
く
は
そ
の
買

付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
の
相
手
方
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
勧
誘
の
相

手
方
」
と
い
う
。
）
の
人
数
及
び
そ
の
内
訳

ニ

勧
誘
の
相
手
方
が
提
出
会
社
に
関
係
す
る
会
社
と
し
て
定
義
府
令
第
三

条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
会
社
の
取
締
役
又
は
使
用
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
会
社
と
提
出
会
社
と
の
間
の
関
係

ホ

勧
誘
の
相
手
方
と
提
出
会
社
と
の
間
の
取
決
め
の
内
容

三
～
十
九

（
略
）

三
～
十
九

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）



改 正 案 現 行

第一号様式 第一号様式

有 価 証 券 通 知 書 有 価 証 券 通 知 書

（略） （略）

１ （略） １ （略）

２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件(ニ) ２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件(ニ)

発 行 発 行 資 本 申 込 払 込 発 行 発 行 資 本 申 込 払 込

区 分 (売出) (売出) 摘 要 区 分 (売出) (売出) 摘 要

数 価 格 組入額 期 間 期 日 数 価 格 組入額 期 間 期 日

株 主 割 当 株 主 割 当

株 その他の者に対する割当 株 その他の者に対する割当

一 般 募 集 募 一 般 募 集

募

式 （発起人の引受株式） 集 式 （発起人の引受株式）

集

計（総発行株式） の 計（総発行株式）

の

新 株 予 約 権 証 券 場 社 債

場

社 債 合 コマーシャル・ペーパー

合

コマーシャル・ペーパー カ バ ー ド ワ ラ ン ト

カ バ ー ド ワ ラ ン ト 預 託 証 券

預 託 証 券 株 式

売

株 式 出 社 債

売 し コマーシャル・ペーパー

出 社 債 の

し コマーシャル・ペーパー 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト

の 合

場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 預 託 証 券



合

預 託 証 券

３～５ （略） ３～５ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(イ)・(ロ) （略） (イ)・(ロ) （略）

(ハ) 新規発行（売出）有価証券 (ハ) 新規発行（売出）有価証券

⑴ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額（当該有 ⑴ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額が１億円

価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新 未満であるもの、又は募集によらないで取得される株式で当該取得に係る発行価額の総額

株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 が１億円以上であるものを発行する場合における当該株式について記載すること。

）が１億円未満であるもの、又は募集によらないで取得される株式で当該取得に係る発行

価額の総額が１億円以上であるものを発行する場合における当該株式について記載するこ

と。

⑵ 「銘柄」欄には、「第何回無担保社債（担保提供禁止特約付）」のように記載すること ⑵ 「銘柄」欄には、「第何回物上担保付転換社債」のように記載すること。

。

⑶ 「種類」欄には、「普通株」のように記載すること。優先株、償還株、議決権制限株等 ⑶ 「種類」欄には、「普通株」のように記載すること。優先株、後配株、償還株等の株式

の株式を発行する場合には、その内容を「摘要」欄に記載すること。 を発行する場合には、その内容を「摘要」欄に記載すること。

⑷～⑺ （略） ⑷～⑺ （略）

⑻ 新規発行株式、新規発行新株予約権証券又は新規発行社債については、当該有価証券の ⑻ 新規発行株式若しくは新規発行社債については、当該有価証券の発行を決議した取締役

発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は主務大臣の認可を受けた年月 会若しくは株主総会の決議年月日又は主務大臣の認可を受けた年月日を「摘要」欄に記載

日を「摘要」欄に記載すること。 すること。

⑼ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の種 （新設）

類及び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予

約権の行使の条件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格の

うち資本組入額、新株予約権の譲渡に関する事項等）を「摘要」欄に記載すること。

⑽ （略） ⑼ （略）

⑾ （略） ⑽ （略）

⑿ （略） ⑾ （略）

(ニ) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 (ニ) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額、新株予約 ⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額、社債及び

権証券については新株予約権１個の発行価額又は売出価額、社債及びコマーシャル・ペー コマーシャル・ペーパーについては券面額１００円についての発行価額又は売出価額、カ

パーについては券面額１００円についての発行価額又は売出価額、カバードワラント及び バードワラント及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。

預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価額」欄に内書きすること

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価額」欄に内書きすること 。

。

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

(ホ) 有価証券の引受けの概要 (ホ) 有価証券の引受けの概要

⑴ （略） ⑴ （略）



⑵ 新株予約権証券の引受けについては引受新株予約権数並びに社債、カバードワラント及 ⑵ 社債、カバードワラント及び預託証券の引受けについては、引受金額を「引受株式数」

び預託証券の引受けについては引受金額を「引受株式数」欄に記載すること。 欄に記載すること。

⑶ （略） ⑶ （略）

(ヘ) 過去２年以内における募集又は売出し (ヘ) 過去２年以内における募集又は売出し

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予 ⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、社債及

約権証券については新株予約権１個の発行価額又は売出価額、社債及びコマーシャル・ペ びコマーシャル・ペーパーについては券面額１００円についての発行価額又は売出価額を

ーパーについては券面額１００円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラント 、カバードワラント及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載するこ

及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 と。

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略）

(ト) （略） (ト) （略）



改 正 案 現 行

第二号様式 第二号様式

有 価 証 券 届 出 書 ⑴ 有 価 証 券 届 出 書 ⑴

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券⑿ （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

５ 新規発行社債⒀ ４ 新規発行社債⑿

銘柄 券面総額 円 銘柄 券面総額 円

記名・無記名の別 発行価額の総額 円 記名・無記名の別 発行価額の総額 円



各社債の金額 円 申込期間 各社債の金額 円 申込期間

発行価格 円 申込証拠金 円 発行価格 円 申込証拠金 円

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 募集の方法

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

担保付社債信託法上の受託会社 担保付社債信託法上の受託会社

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項）⒁ （転換社債に関する事項）⒀



新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の種類

新株予約権の行使時の払込金額 転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場 転換請求の受付場所及び取次場所

合の株式の発行価額の総額

摘要

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 （新株引受権付社債に関する事項）⒁

新株予約権の行使請求期間 権利行使により発行する株式の発行 円

新 価額の総額

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場 株 （新株引受権付社債の券面総額に対

所及び払込取扱場所 引 する割合） （ ％）

受

新株予約権の行使の条件 権 権利行使により発行する株式の種類

の

新株予約権の消却事由及び消却の条件 内 権利行使により発行する株式の発行

容 価格及び資本組入額 円

新株予約権の譲渡に関する事項

その他

代用払込みに関する事項

新株引受権の行使請求期間

摘要

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

９ （略） ８ （略）



10 （略） ９ （略）

11 （略） 10 （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券(22) １ 売出有価証券(22)

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部 企業情報 第二部 企業情報

第１～第３ （略） 第１～第３ （略）

第４ 提出会社の状況 第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況 １ 株式等の状況

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 新株予約権等の状況(38-2) （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類



新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ 議決権の状況(42) ⑸ 議決権の状況(42) 年 月 日現在

① 発行済株式 年 月 日現在

発 議決権のない株 議決権のある株式数

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 行 式数 単元未満株式数 摘 要

済 自己株式等 その他

無議決権株式 － 株

式 株 株 株 株

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 自己株式等

所有者の氏名又



発行済株式総 は名称等 所有株式数 発行済株式総数に

所有者の氏名 所有者の住所 自己名義所 他人名義所 所有株式数の 数に対する所 自 対する所有株式数 摘 要

又は名称 有株式数 有株式数 合計 有株式数の割 己 氏名又 住 所 自 己 他 人 計 の割合

（株） （株） （株） 合 （％） 株 は名称 名 義 名 義

式

等 株 株 株 ％

計 － 計 － －

⑺ ストックオプション制度の内容(43) ⑹ ストックオプション制度の内容(43)

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株 式 数 譲 渡 価 額 権利行使期間 権利行使につい

ての条件

付与対象者の区分及び人数

株 自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類

至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

２～５ （略） ２～５ （略）

第５～第７ （略） 第５～第７ （略）

第三部・第四部 （略） 第三部・第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) 一般的事項 (１) 一般的事項

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

ｆ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 近の財務諸表」に掲げる事項にあつては提出 ｆ 「第四部 特別情報」のうち、「第１ 近の財務諸表」に掲げる事項にあつては提出

会社が継続開示会社である場合、「第２ 保証会社及び連動子会社の 近の財務諸表又は 会社が継続開示会社である場合、「第２ 保証会社の 近の財務諸表又は財務書類」に掲

財務書類」に掲げる事項にあつては当該保証会社及び連動子会社が継続開示会社である場 げる事項にあつては当該保証会社が継続開示会社である場合には、それぞれ記載を要しな

合には、それぞれ記載を要しない。 い。

(２)～(７) （略） (２)～(７) （略）

(８) 新規発行株式 (８) 新規発行株式



ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「摘要」欄には、新規発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は主務 ｃ 「摘要」欄には、新規発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は主務

大臣の認可を受けた年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容につ 大臣の認可を受けた年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容につ

いても記載すること。 いても記載すること。

優先株、償還株、議決権制限株等の数種の株式を発行する場合には、その株式の議決権 優先株、後配株、償還株等の数種の株式を発行する場合には、その株式の議決権（商法

（商法第２４１条第１項に規定する議決権をいう。この号、(38)の号、(41)の号及び(42) 第２４１条第１項に規定する議決権をいう。この号、(38)の号、(41)の号及び(42)の号（

の号（ｂを除く。）において同じ。）の有無及び内容を「摘要」欄に記載すること。 ｂを除く。）において同じ。）の有無及び内容を「摘要」欄に記載すること。

ｄ （略） ｄ （略）

(９) （略） (９) （略）

(10) 募集の条件 (10) 募集の条件

ａ 「発行価格」の欄には、１株の発行価額を記載すること。一部払込発行の場合には、１ ａ 「発行価格」の欄には、１株の発行価額を記載すること。一部払込発行の場合には、１

株の払込金額を「発行価格」の欄に内書きすること。 株の払込金額を「発行価格」の欄に内書きすること。

なお、算式表示の場合において、 低発行価額（取締役会等の決議により、当該算式に なお、算式表示の場合において、 低発行価額（取締役会等の決議により、当該算式に

より算出された価額が一定の価額を下回るときには当該一定の価額を１株の発行価額とす より算出された価額が一定の価額を下回るときには当該一定の価額を１株の発行価額とす

ることを定めている場合における当該価額）が定められているときには、その旨及びその ることを定めている場合における当該価額）が定められているときには、その旨及びその

金額を記載すること。また、取締役会等の決議により、当該算式により算出された価額が 金額を記載すること。また、取締役会等の決議により、当該算式により算出された価額が

低発行価額を下回る場合において当該新株の発行を中止すること等を定めているときは 低発行価額を下回る場合において当該新株の発行を中止すること等を定めているときは

、その旨を付記すること。 低発行価額を記載しないで届出書を提出するときには、その 、その旨を付記すること。 低発行価額を記載しないで届出書を提出するときには、その

決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること（⒁のａの新株予約権証券の新株予約 決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること（⒀のａの転換社債の転換価格及び⒁

権又は新株予約権付社債の新株予約権の行使により発行する株式の発行価格を算式表示す のａの新株引受権付社債の新株引受権の行使により発行する株式の発行価格を算式表示す

る場合においても同じ。）。 る場合においても同じ。）。

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略）

(11) （略） (11) （略）

(12) 新規発行新株予約権証券 （新設）

ａ 新株予約権の目的となる株式の種類が異なる場合には、当該株式の種類ごとに区分して

記載すること。

ｂ 「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、「発行価額の総額」は届出書

提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。

ｃ 「発行価格」の欄には、新株予約権１個の発行価格を記載すること。

また、「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期及び

具体的な決定方法を注記すること。

ｄ 「申込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期を注記

すること。

ｅ 「摘要」欄には、新株予約権証券の発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日

を記載すること。

また、申込みの方法、申込証拠金の利息、申込証拠金の払込金への振替充当、申込みが

超過した場合の処理その他申込み又は払込みに関し必要な事項を記載すること。

ｆ 新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株予約権に行使により発行し、又は移転する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記

載すること。



ｇ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の欄

には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格及び資本組入額

を記載すること。

なお、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格について算式表示

を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｈ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」又は

「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書

を提出する場合には、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること

。

ｉ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。

(13) 新規発行社債 (12) 新規発行社債

ａ 「銘柄」の欄には、「第何回無担保社債（担保提供禁止特約付）」、「第何回無担保社 ａ 「銘柄」の欄には、「第何回物上担保付転換社債」、「第何回無担保社債（担保提供禁

債（担保提供限定特約付）」、「第何回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」のよう 止特約付）」、「第何回無担保社債（担保提供限定特約付）」、「第何回無担保社債（社

に記載すること。 債間限定同順位特約付）」のように記載すること。

ｂ～ｊ （略） ｂ～ｊ （略）

ｋ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込みにより取得する ｋ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込みにより取得する

格付（指定格付機関から取得するものに限る。）、当該格付を付与した指定格付機関の名 格付（指定格付機関から取得するものに限る。）、当該格付を付与した指定格付機関の名

称、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付されている場合においてはそ 称、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付されている場合においてはそ

の内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらのすべてについ の内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらのすべてについ

て記載し、当該格付が存在しない場合には「取得していない」旨を記載すること。 て記載し、当該格付が存在しない場合には「取得していない」旨を記載すること。

また、当該発行に係る社債が新株予約権付社債である場合において、複数の格付を取得 また、当該発行に係る社債が転換社債又は新株引受権付社債である場合において、複数

していないときは、「複数の格付を取得していない」旨を記載すること。 の格付を取得していないときは、「複数の格付を取得していない」旨を記載すること。

（削る） (13) 転換社債に関する事項

ａ 「転換の条件」の欄には、転換の請求により転換社債の株式への転換のために発行する

株式１株の発行価額（以下「転換価格」という。）、資本組入額及び転換社債発行後の株

式発行等により転換価格又は資本組入額を調整する場合にはその概要、転換に際し生ずる

端数の処理等について記載すること。

なお、転換価格について算式表示を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記

載すること。

ｂ 転換の効力の発生及び転換後第１回目の配当、株券の交付方法等転換により発行する株

式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。

ｃ 「転換の条件」又は「転換請求の取次場所」を記載しないで届出書を提出する場合には

、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(14) 新株予約権付社債に関する事項 (14) 新株引受権付社債に関する事項

ａ ⑿のａ、ｆ、ｇ及びｈに準じて記載すること。 ａ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」の欄には、新株引受権の行

ｂ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株予約権を行使する者の請求により、新株予 使により発行する株式１株の発行価格及び資本組入額を記載すること。

約権付社債の償還に代えて、その発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合にはその なお、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格について算式表示を行う場合に

旨及びその方法を記載し、充当しない場合にはその旨を記載すること。 は、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｂ 「その他」の欄には、新株引受権付社債発行後の株式発行等により、新株引受権の行使

により発行する株式の発行価格又は資本組入額を調整する場合には、その概要、新株引受



権の行使に際し生ずる端数の処理等について記載すること。

ｃ 「新株引受権の譲渡に関する事項」の欄には、新株引受権のみの譲渡ができるかどうか

を記載すること。

ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株引受権を行使する者の請求により、新株引

受権付社債の償還に代えて、その発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合には、そ

の旨及びその方法を記載し、充当しない場合には、その旨を記載すること。

ｅ 新株引受権行使の効力の発生及び新株引受権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株引受権の行使により発行する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。

ｆ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」又は「新株引受権の行使請

求の取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、これらの事

項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(15)～(21) （略） (15)～(21) （略）

(22) 売出有価証券 (22) 売出有価証券

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出新 ｂ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出社

株予約権証券」の「売出しに係る新株予約権証券の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄 債」の「売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄又は「売出コマーシャ

、「売出社債」の「売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄又は「売出 ル・ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所及び氏名又は名

コマーシャル・ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所及び 称」の欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別にその売出株数、売出社債又は

氏名又は名称」の欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別にその売出株数、売 売出コマーシャル・ペーパーの券面額の総額を記載すること。

出新株予約権数、売出社債又は売出コマーシャル・ペーパーの券面額の総額を記載するこ

と。

ｃ 「売出新株予約権証券」の「新株予約権の内容等」は、⒁のａに準じて記載すること。 （新設）

ｄ （略） ｃ （略）

ｅ 「売出社債」の「新株予約権付社債に関する事項」は、⒁に準じて記載すること。 （新設）

ｆ （略） ｄ （略）

(23) 売出しの条件 (23) 売出しの条件

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を記載し、社債及びコマーシャ

新株予約権１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額 ル・ペーパーについては券面額１００円についての売出価額を記載すること。

１００円についての売出価額を記載すること。

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略）

(24)～(37) （略） (24)～(37) （略）

(38) 株式の総数等 (38) 株式の総数等

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、後配株、償還株等の種類を記載 ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、後配株、償還株等の種類を記載

し、その株式の議決権の有無及び内容を「摘要」欄に記載すること。 し、その株式の議決権の有無及び内容を「摘要」欄に記載すること。

なお、商法第２１１条ノ２第４項に規定する種類の株式（以下この様式、第三号様式及 なお、商法第２４２条第１項本文の規定により議決権のない株式（この様式、第三号様

び第五号様式において「無議決権株式」という。）又は商法第２２２条第４項に規定する 式及び第五号様式において「議決権のない株式」という。）であつても、商法第２４２条

議決権制限株式（無議決権株式を除く。以下この様式、第三号様式及び第五号様式におい 第１項ただし書の規定により議決権を有する場合には、その旨及びその内容を「摘要」欄

て「議決権制限株式」という。）であつても、定款の定めにより議決権を有することとな に記載すること。

る場合には、その旨及びその内容を「摘要」に記載すること。



ｃ～ｆ （略） ｃ～ｆ （略）

(38-2) 新株予約権の状況 （新設）

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、 近事業年度の末日並びに

届出書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債

に係る新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金額、行使請求

期間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件並び

に譲渡に関する事項（(43)において「新株予約権の内容」という。）を記載すること。な

お、新株予約権付社債を発行している場合には、その残高についても記載すること。

ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予

約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。

ｃ 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１３年法

律第１２９号。(39)及び(43)において「商法等改正整備法」という。）第１９条第２項の

規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債を発行している

場合には、 近事業年度の末日並びに届出書提出日の属する月の前月末現在における転換

社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使により発

行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること。

(39) 発行済株式総数、資本金等の推移 (39) 発行済株式総数、資本金等の推移

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発 ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発

行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等 行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等

）、発行価格及び資本組入額を「摘要」欄に記載すること。 ）、発行価格及び資本組入額を「摘要」欄に記載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を「摘要」欄に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を「摘要」欄に記載すること。

新株予約権の行使（商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付社債と 転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使による発行済株式総数、資本金及び資

みなされる転換社債又は新株引受権付社債の権利行使を含む。）による発行済株式総数、 本準備金の増加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、その旨を「摘要

資本金及び資本準備金の増加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、そ 」欄に記載すること。

の旨を「摘要」欄に記載すること。 利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組

利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組 入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については

入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については 、その内容を「摘要」欄に記載すること。

、その内容を「摘要」欄に記載すること。 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を

発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を 「摘要」欄に記載すること。

「摘要」欄に記載すること。 ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、 近事業年度の末日並びに届

（削る） 出書提出日の属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又

は新株引受権の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を

注記すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合

には、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

ｃ （略） ｄ （略）

(40)・(41) （略） (40)・(41) （略）

(42) 議決権の状況 (42) 議決権の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「無議決権株式」の欄には、無議決権株式（単元未満株式を除く。ｅにおいて同じ。） ｂ 「議決権のない株式数」の欄には、議決権のない株式の総数を記載すること。ただし、



の総数及び内容を記載すること。 議決権のない株式のうち、商法第２４２条第１項ただし書の規定により決議権を有してい

るものがある場合には、その旨及びその内容を「摘要」欄に記載するとともに、その議決

権を有している議決権のない株式の数については、「議決権のない株式数」の欄には記載

せず、「議決権のある株式数」の欄に外書きすること。

ｃ 「議決権制限株式（自己株式等）」の欄には、議決権制限株式（単元未満株式を除く。 ｃ 「議決権のある株式数」の欄には、議決権のない株式及び単元未満株式以外の株式の総

ｄ及びｅにおいて同じ。）のうち、商法第２４１条第２項の規定により議決権を有しない 数を記載すること。

株式（この様式、第三号様式及び第五号様式において「自己保有株式」という。）及び同 「自己株式等」の欄には、商法第２４１条第２項の規定により議決権を有しない株式（

条第３項の規定による議決権を有しない株式（この様式、第三号様式及び第五号様式にお この様式、第三号様式及び第五号様式において「自己株式」という。）及び同条第３項の

いて「相互保有株式」という。）について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載 規定により議決権を有しない株式（この様式、第三号様式及び第五号様式において「相互

すること。 保有株式」という。）の総数を記載すること。

「単元未満株式数」の欄には、単元未満株式の総数を記載するとともに、当該単元未満

株式のうち自己株式又は相互保有株式がある場合には、その所有者の氏名又は名称及び保

有株式数を「摘要」欄に記載すること。

ｄ 「議決権制限株式（その他）」の欄には、ｃに該当する議決権制限株式以外の議決権制 ｄ 「他人名義」の欄には、他人（仮説人を含む。）名義で所有している株式数を記載する

限株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。 とともに、「摘要」欄に他人名義で所有している理由並びにその名義人の氏名又は名称及

び住所を記載すること。

なお、株主名簿において所有者となつている場合であつても実質的に所有していない株

式については、その旨及びその株式数を「摘要」欄に記載すること。

ｅ 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、無議決権株式及び議決権制限株式以外の （新設）

株式（単元未満株式を除く。この様式、第三号様式及び第五号様式において「完全議決権

株式」という。）のうち、自己保有株式及び相互保有株式について、種類ごとに総数、議

決権の数及び内容を記載すること。

ｆ 「完全議決権株式（その他）」欄には、ｅに該当する完全議決権株式以外の完全議決権 （新設）

株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。

ｇ 「単元未満株式」の欄には、単元未満株式の総数を種類ごとに記載すること。 （新設）

(43) ストックオプション制度の内容 (43) ストックオプション制度の内容

ａ ストックオプション制度を採用している場合には、ストックオプションに係る決議年月 あらかじめ定めた価額をもつて会社よりその株式の譲渡を請求できる権利又は同法第２８

日、付与対象者の区分及び対象者数を決議ごとに記載すること。 ０条ノ１９第１項に規定する新株引受権を与える決議がされている場合には、ストックオプ

ｂ ストックオプションとして新株予約権証券を付与する、又は付与している場合には、新 ション制度を採用している旨、当該権利の付与の対象者、株式の種類、株式数、譲渡の価額

株予約権の目的となる株式の種類及び株式数並びに新株予約権の行使時の払込金額、行使 又は発行価額、権利行使期間、権利行使についての条件（当該権利の付与の対象者ごとに条

請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項を記載すること。 件が異なる場合には、対象者ごとの条件）等を記載すること。

なお、「⑵ 新株予約権等の状況」において新株予約権の内容を記載している場合には なお、譲渡の価額又は発行価額が一の有価証券市場の一の日における 終価格等に一定率

、その旨のみを記載することができる。 を乗ずる方法により決められている場合には、譲渡の価額又は発行価額としてその旨を記載

ｃ ストックオプションとして自己株券を付与する、又は付与している場合には、ｂに準じ すること。

て記載すること。 当該決議がされていない場合には、「ストックオプション制度の内容」について表を作成

ｄ 商法等改正整備法第１９条第１項の規定により新株予約権とみなされる新株の引受権を せず、該当ない旨のみの記載をすることができる。

ストックオプションとして付与している場合には、ｂに順じて記載すること。

ｅ ストックオプションに係る決議がされていない場合には、「ストックオプション制度の

内容」について表を作成せず、該当ない旨のみの記載をすることができる。

(43-2)～(77) （略） (43-2)～(77) （略）





改 正 案 現 行

第二号の二様式 第二号の二様式

有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 届 出 書

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

５ 新規発行社債 ４ 新規発行社債

銘柄 券面総額 円 銘柄 券面総額 円

記名・無記名の別 発行価額の総額 円 記名・無記名の別 発行価額の総額 円



各社債の金額 円 申込期間 各社債の金額 円 申込期間

発行価格 円 申込証拠金 円 発行価格 円 申込証拠金 円

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 募集の方法

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

担保付社債信託法上の受託会社 担保付社債信託法上の受託会社

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）



新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の種類

新株予約権の行使時の払込金額 転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場 転換請求の受付場所及び取次場所

合の株式の発行価額の総額

財務 担保提供制限

新株予約権の行使により株式を発行する場 上の

合の株式の発行価格及び資本組入額 特約 その他の条項

新株予約権の行使請求期間 取得格付

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場 摘要

所及び払込取扱場所

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使の条件

権利行使により発行する株式の発行 円

新株予約権の消却事由及び消却の条件 新 価額の総額

株 （新株引受権付社債の券面総額に対

新株予約権の譲渡に関する事項 引 する割合） （ ％）

受

代用払込みに関する事項 権 権利行使により発行する株式の種類

の

摘要 内 権利行使により発行する株式の発行

容 価格及び資本組入額 円

その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項



財務 担保提供制限

上の

特約 その他の条項

取得格付

摘要

６ （略） ５ （略）

７ （略） ５の２ （略）

８ （略） ５の３ （略）

９ （略） ５の４ （略）

10 （略） ６ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

２ （略） ２ （略）



第３ （略） 第３ （略）

第二部～第五部 （略） 第二部～第五部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第二号の三様式 第二号の三様式

有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 届 出 書

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

５ 新規発行社債 ４ 新規発行社債

銘柄 券面総額 円 銘柄 券面総額 円

記名・無記名の別 発行価額の総額 円 記名・無記名の別 発行価額の総額 円



各社債の金額 円 申込期間 各社債の金額 円 申込期間

発行価格 円 申込証拠金 円 発行価格 円 申込証拠金 円

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 募集の方法

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

担保付社債信託法上の受託会社 担保付社債信託法上の受託会社

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）



新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の種類

新株予約権の行使時の払込金額 転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場 転換請求の受付場所及び取次場所

合の株式の発行価額の総額

財務 担保提供制限

新株予約権の行使により株式を発行する場 上の

合の株式の発行価格及び資本組入額 特約 その他の条項

新株予約権の行使請求期間 取得格付

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場 摘要

所及び払込取扱場所

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使の条件

権利行使により発行する株式の発行 円

新株予約権の消却事由及び消却の条件 新 価額の総額

株 （新株引受権付社債の券面総額に対

新株予約権の譲渡に関する事項 引 する割合） （ ％）

受

代用払込みに関する事項 権 権利行使により発行する株式の種類

の

摘要 内 権利行使により発行する株式の発行

容 価格及び資本組入額 円

その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項



財務 担保提供制限

上の

特約 その他の条項

取得格付

摘要

６ （略） ５ （略）

７ （略） ５の２ （略）

８ （略） ５の３ （略）

９ （略） ５の４ （略）

10 （略） ６ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

２ （略） ２ （略）



第３ （略） 第３ （略）

第二部～第四部 （略） 第二部～第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第二号の四様式 第二号の四様式

有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 届 出 書

（略） （略）

第一部 （略） 第一部 （略）

第二部 企業情報 第二部 企業情報

第１～第３ （略） 第１～第３ （略）

第４ 提出会社の状況 第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況 １ 株式等の状況

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 新株予約権等の状況 （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ 議決権の状況 ⑷ 議決権の状況 年 月 日現在

① 発行済株式 年 月 日現在

発 議決権のない株 議決権のある株式数

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 行 式数 単元未満株式数 摘 要

済 自己株式等 その他

無議決権株式 － 株



式 株 株 株 株

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 自己株式等

所有者の氏名又

発行済株式総 は名称等 所有株式数 発行済株式総数に

所有者の氏名 所有者の住所 自己名義所 他人名義所 所有株式数の 数に対する所 自 対する所有株式数 摘 要

又は名称 有株式数 有株式数 合計 有株式数の割 己 氏名又 住 所 自 己 他 人 計 の割合

（株） （株） （株） 合 （％） 株 は名称 名 義 名 義

式

等 株 株 株 ％

計 － 計 － －

⑹ ストックオプション制度の内容 ⑸ ストックオプション制度の内容

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株 式 数 譲 渡 価 額 権利行使期間 権利行使につい

ての条件

付与対象者の区分及び人数

株 自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類

至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間



新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

２～５ （略） ２～５ （略）

第５～第７ （略） 第５～第７ （略）

第三部 （略） 第三部 （略）

第四部 株式公開情報 第四部 株式公開情報

第１ （略） 第１ （略）

第２ 第三者割当等の概況⑿ 第２ 第三者割当等の概況⑿

１ 第三者割当等による株式等の発行の内容 １ 第三者割当等による株式等の発行の内容

項 目 株 式 新株予約権 新株予約権付社債 項 目 株 式 転 換 社 債 新株引受権付社債

発行年月日 発行年月日

種類 種類

発行数 発行数

発行価格 発行価格

資本組入額 資本組入額

発行価額の総額 発行価額の総額

資本組入額の総額 資本組入額の総額

発行方法 発行方法

保有期間等に関する確約 保有期間等に関する確約

摘要 摘要

２・３ （略） ２・３ （略）

第３ （略） 第３ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(10) （略） (１)～(10) （略）



(11) 特別利害関係者等の株式等の移動状況 (11) 特別利害関係者等の株式等の移動状況

ａ 近事業年度の末日の２年前の日から届出書提出日までにおいて、特別利害関係者等が ａ 近事業年度の末日の２年前の日から届出書提出日までにおいて、特別利害関係者等が

提出会社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡又は譲受け（新株予約 提出会社の発行する株式、転換社債、新株引受権付社債又は新株引受証券の譲渡又は譲受

権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。 け（転換社債の転換及び新株引受権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行

）を行つた場合（証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動（証券業協 つた場合（証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動（証券業協会が定

会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。）を行つた場合 める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。）を行つた場合を除く

を除く。）について記載すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利 。）について記載すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在

が存在している場合には、新株予約権に準じて記載すること。 している場合には、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

ｂ～ｉ （略） ｂ～ｉ （略）

(12) 第三者割当等の概況 (12) 第三者割当等の概況

ａ 第三者割当等による株式等の発行の内容 ａ 第三者割当等による株式等の発行の内容

(ａ) 近事業年度の末日の２年前の日から届出書提出日までの間における、株主割当以外 (ａ) 近事業年度の末日の２年前の日から届出書提出日までの間における、株主割当以外

の方法（以下「第三者割当等」という。）による新株発行又は第三者割当等による新株 の方法（以下「第三者割当等」という。）による新株発行又は第三者割当等による転換

予約若しくは新株予約権付社債の発行（以下「第三者割当等による株式等の発行」とい 社債若しくは新株引受権付社債の発行（以下「第三者割当等による株式等の発行」とい

う。）について記載すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が う。）について記載すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が

存在している場合には、新株予約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。 存在している場合には、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

(ｂ) 「種類」の欄には、株式の場合には株式の種類、新株予約権又は新株予約権付社債の (ｂ) 「種類」の欄には、株式の場合には株式の種類、転換社債又は新株引受権付社債の場

場合にはその銘柄を記載すること。 合にはその銘柄を記載すること。

(ｃ) 「発行数」の欄には、新株予約権又は新株予約権付社債の場合には当該新株予約権の (ｃ) 「発行数」の欄には、転換社債又は新株引受権付社債の場合には記載を要しない。

目的となる株式の数を記載すること。 （新設）

(ｄ) 「発行価格」、「資本組入額」、「発行価額の総額」及び「資本組入額の総額」の欄

には、新株予約権又は新株予約権付社債の場合には、それぞれ、当該新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価格、資本組入額、発行価額の総額及び資本組

入額の総額を記載すること。

(ｅ) 「保有期間等に関する確約」の欄には、証券取引所又は証券業協会の規則による保有 (ｄ) 「保有期間等に関する確約」の欄には、証券取引所又は証券業協会の規則による保有

期間その他当該株券等の保有に関する事項についての取得者（第三者割当等による株式 期間その他当該株券等の保有に関する事項についての取得者（第三者割当等による株式

等の発行により、新株発行の割当を受けた者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債 等の発行により、新株発行の割当を受けた者又は転換社債若しくは新株引受権付社債を

を取得した者をいう。以下この様式、第三号様式及び第五号様式において同じ。）と提 取得した者をいう。以下この様式、第三号様式及び第五号様式において同じ。）と提出

出会社との間の取決めの内容（以下「保有期間等に関する確約」という。）について記 会社との間の取決めの内容（以下「保有期間等に関する確約」という。）について記載

載すること。 すること。

(ｆ) 「摘要」欄には、１株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これ (ｅ) 「摘要」欄には、１株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これ

に加えて、新株予約権の場合には当該新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、 に加えて、転換社債の場合にはその利率及び転換の条件、新株引受権付社債券の場合に

行使の条件及び譲渡に関する事項、新株予約権付社債の場合にはその利率、当該新株予 はその利率、新株の引受権の内容、新株の引受権の行使期間及び譲渡に関する事項を記

約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項を記載する 載すること。

こと。

(ｇ) （略） (ｆ) （略）

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 取得者の株式等の移動状況 ｃ 取得者の株式等の移動状況

(ａ) 近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間において、ａの取得者が (ａ) 近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間において、ａの取得者が

当該第三者割当等による株式等の発行により取得した株式等（ 近事業年度の末日の１ 当該第三者割当等による株式等の発行により取得した株式等（ 近事業年度の末日の１



年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。）の譲渡を行つた場合又は 年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。）の譲渡を行つた場合又は

返還を受けた場合（新株予約権の行使を含む。）には、⑾に準じて記載すること。その 返還を受けた場合（転換社債の転換及び新株引受権の行使を含む。）には、⑾に準じて

他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予約権 記載すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場

又は新株予約権付社債に準じて記載すること。 合には、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

(ｂ) 近事業年度の末日の１年前の日前に発行された新株予約権又は新株予約権付社債に (ｂ) 近事業年度の末日の１年前の日前に発行された転換社債又は新株引受権付社債につ

ついて、 近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間に当該新株引受権 いて、 近事業年度の末日の１年前の日から届出書提出日までの間に転換又は新株引受

の行使により取得した株式の譲渡を行つた場合又は返還を受けた場合には、⑾に準じて 権の行使により取得した株式の譲渡を行つた場合又は返還を受けた場合には、⑾に準じ

記載すること。 て記載すること。

(ｃ) （略） (ｃ) （略）

(13) 株主の状況 (13) 株主の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 所有株式数（他人（仮設人名義を含む。）名義のもの及び新株予約権の行使その他提出 ｂ 所有株式数（他人（仮設人名義を含む。）名義のもの及び転換社債の転換、新株引受権

会社に対して新株の発行を請求できる権利の行使により発行される可能性のあるものを含 の権利行使その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利の行使により発行される

む。）の多い順に１００名程度について記載し、商法第２４１条第３項の規定により議決 可能性のあるものを含む。）の多い順に１００名程度について記載し、商法第２４１条第

権を有しないこととなる株主については、その旨を付記すること。ただし、所有株式数が ３項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、その旨を付記すること。

１，０００株以下である者については、所有株式数ごとに人数のみを記載しても差し支え ただし、所有株式数が１，０００株以下である者については、所有株式数ごとに人数のみ

ない。 を記載しても差し支えない。

ｃ 所有株式数の記載に当たつては、新株予約権の行使等により発行される可能性のある株 ｃ 所有株式数の記載に当たつては、転換社債の転換及び新株引受権の権利行使等により発

式数を内書きし、その旨を注記すること。 行される可能性のある株式数を内書きし、その旨を注記すること。

ｄ 株式総数に対する所有株式数の割合の記載に当たつては、新株予約権の行使等により発 ｄ 株式総数に対する所有株式数の割合の記載に当たつては、転換社債の転換及び新株引受

行される可能性のある株式数を含んだ株式総数に対する所有株式数の割合を記載すること 権の権利行使等により発行される可能性のある株式数を含んだ株式総数に対する所有株式

。 数の割合を記載すること。

ｅ・ｆ （略） ｅ・ｆ （略）



改 正 案 現 行

第二号の五様式 第二号の五様式

有 価 証 券 届 出 書 ⑴ 有 価 証 券 届 出 書 ⑴

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

５ 新規発行社債⑿ ４ 新規発行社債⑿

銘柄 券面総額 円 銘柄 券面総額 円

記名・無記名の別 発行価額の総額 円 記名・無記名の別 発行価額の総額 円



各社債の金額 円 申込期間 各社債の金額 円 申込期間

発行価格 円 申込証拠金 円 発行価格 円 申込証拠金 円

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 募集の方法

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

担保付社債信託法上の受託会社 担保付社債信託法上の受託会社

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項）⒁ （転換社債に関する事項）⒀



新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の種類

新株予約権の行使時の払込金額 転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場 転換請求の受付場所及び取次場所

合の株式の発行価額の総額

摘要

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 （新株引受権付社債に関する事項）⒁

新株予約権の行使請求期間 権利行使により発行する株式の発行 円

新 価額の総額

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場 株 （新株引受権付社債の券面総額に対

所及び払込取扱場所 引 する割合） （ ％）

受

新株予約権の行使の条件 権 権利行使により発行する株式の種類

の

新株予約権の消却事由及び消却の条件 内 権利行使により発行する株式の発行

容 価格及び資本組入額 円

新株予約権の譲渡に関する事項

その他

代用払込みに関する事項

新株引受権の行使請求期間

摘要

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

９ （略） ８ （略）



10 （略） ９ （略）

11 （略） 10 （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券(22) １ 売出有価証券(22)

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部 企業情報 第二部 企業情報

第１ 企業の概況 第１ 企業の概況

１～３ （略） １～３ （略）

４ 株式等の状況(28) ４ 株式等の状況(28)

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 新株予約権等の状況 （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類



新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ 議決権の状況 ⑸ 議決権の状況 年 月 日現在

① 発行済株式 年 月 日現在

発 議決権のない株 議決権のある株式数

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 行 式数 単元未満株式数 摘 要

済 自己株式等 その他

無議決権株式 － 株

式 株 株 株 株

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 自己株式等

所有者の氏名又



発行済株式総 は名称等 所有株式数 発行済株式総数に

所有者の氏名 所有者の住所 自己名義所 他人名義所 所有株式数の 数に対する所 自 対する所有株式数 摘 要

又は名称 有株式数 有株式数 合計 有株式数の割 己 氏名又 住 所 自 己 他 人 計 の割合

（株） （株） （株） 合 （％） 株 は名称 名 義 名 義

式

等 株 株 株 ％

計 － 計 － －

⑺ ストックオプション制度の内容 ⑹ ストックオプション制度の内容

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株 式 数 譲 渡 価 額 権利行使期間 権利行使につい

ての条件

付与対象者の区分及び人数

株 自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類

至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

５～８ （略） ５～８ （略）

第２～第６ （略） 第２～第６ （略）

第三部～第五部 （略） 第三部～第五部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(７) (１)～(７) （略）

(８) 新規発行株式 (８) 新規発行株式

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「摘要」欄には、新規発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は主務 ｃ 「摘要」欄には、新規発行を決議した取締役会若しくは株主総会の決議年月日又は主務

大臣の認可を受けた年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容につ 大臣の認可を受けた年月日を記載すること。一部払込発行の場合には、その決議内容につ

いても記載すること。 いても記載すること。

優先株、償還株、議決権制限株式等の数種の株式を発行する場合には、その株式の議決 優先株、後配株、償還株等の数種の株式を発行する場合には、その株式の議決権（商法

権（商法第２４１条第１項に規定する議決権をいう。）の有無及び内容を「摘要」欄に記 第２４１条第１項に規定する議決権をいう。）の有無及び内容を「摘要」欄に記載するこ



載すること。 と。

(９) （略） (９) （略）

(10) 募集の条件 (10) 募集の条件

ａ 「発行価格」の欄には、１株の発行価額を記載すること。一部払込発行の場合には、１ ａ 「発行価格」の欄には、１株の発行価額を記載すること。一部払込発行の場合には、１

株の払込金額を「発行価格」の欄に内書きすること。 株の払込金額を「発行価格」の欄に内書きすること。

なお、算式表示の場合において、 低発行価額（取締役会等の決議により、当該算式に なお、算式表示の場合において、 低発行価額（取締役会等の決議により、当該算式に

より算出された価額が一定の価額を下回るときには当該一定の価額を１株の発行価額とす より算出された価額が一定の価額を下回るときには当該一定の価額を１株の発行価額とす

ることを定めている場合における当該価額）が定められているときには、その旨及びその ることを定めている場合における当該価額）が定められているときには、その旨及びその

金額を記載すること。また、取締役会等の決議により、当該算式により算出された価額が 金額を記載すること。また、取締役会等の決議により、当該算式により算出された価額が

低発行価額を下回る場合において当該新株の発行を中止すること等を定めているときは 低発行価額を下回る場合において当該新株の発行を中止すること等を定めているときは

、その旨を付記すること。 低発行価額を記載しないで届出書を提出するときには、その 、その旨を付記すること。 低発行価額を記載しないで届出書を提出するときには、その

決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること（⒁のａの新株予約権付社債の新株予 決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること（⒀のａの転換社債の転換価格及び⒁

約権の行使により発行する株式の発行価格を算式表示する場合においても同じ。）。 のａの新株引受権付社債の新株引受権の行使により発行する株式の発行価格を算式表示す

る場合においても同じ。）。

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略）

(11) （略） (11) （略）

(12) 新規発行新株予約権証券 （新設）

ａ 新株予約権の目的となる株式の種類が異なる場合には、当該株式の種類ごとに区分して

記載すること。

ｂ 「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、「発行価額の総額」は届出書

提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。

ｃ 「発行価格」の欄には、新株予約権１個の発行価格を記載すること。

また、「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期及び

具体的な決定方法を注記すること。

ｄ 「申込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期を注記

すること。

ｅ 「摘要」欄には、新株予約権証券の発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日

を記載すること。

また、申込みの方法、申込証拠金の利息、申込証拠金の払込金への振替充当、申込みが

超過した場合の処理その他申込み又は払込みに関し必要な事項を記載すること。

ｆ 新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株予約権の行使により発行し、又は移転する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記

載すること。

ｇ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の欄

には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格及び資本組入額

を記載すること。

なお、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格について算式表示

を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｈ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」又は

「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書



を提出する場合には、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること

。

ｉ 「新株予約権証券の引受け」については、⑾に準じて記載すること。

(13) 新規発行社債 (12) 新規発行社債

ａ～ｊ （略） ａ～ｊ （略）

ｋ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込により取得する格 ｋ 「取得格付」の欄には、当該発行に係る社債について、発行者が申込により取得する格

付（指定格付機関から取得するものに限る。）、当該格付を付与した指定格付機関の名称 付（指定格付機関から取得するものに限る。）、当該格付を付与した指定格付機関の名称

、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付されている場合においてはその 、当該格付の取得日及び当該格付の取得に際し条件等が付されている場合においてはその

内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらのすべてについて 内容を記載すること。なお、当該格付が複数存在する場合には、これらのすべてについて

記載し、当該格付が存在しない場合には「取得していない」旨記載すること。 記載し、当該格付が存在しない場合には「取得していない」旨記載すること。

また、当該発行に係る社債が新株予約権付社債である場合において、複数の格付を取得 また、当該発行に係る社債がである場合において、複数 の格付を取得していない

していないときは、「複数の格付を取得していない」旨記載すること。 ときは、「複数の格付を取得していない」旨記載すること。

（削る） (13) 転換社債に関する事項

ａ 「転換の条件」の欄には、転換の請求により転換社債の株式への転換のために発行する

株式１株の発行価額（以下「転換価格」という。）及び資本組入額及び転換社債発行後の

株式発行等により転換価格又は資本組入額を調整する場合には、その概要、転換に際し生

ずる端数の処理等について記載すること。

なお、転換価格について算式表示を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記

載すること。

ｂ 転換の効力の発生及び転換後第１回目の配当、株券の交付方法等転換により発行する株

式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。

ｃ 「転換の条件」又は「転換請求の取次場所」を記載しないで届出書を提出する場合には

、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(14) 新株予約権付社債に関する事項 (14) 新株引受権付社債に関する事項

ａ ⑿のａ、ｆ、ｇ及びｈに準じて記載すること。 ａ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」の欄には、新株引受権の行

ｂ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株予約権を行使する者の請求により、新株予約 使により発行する株式１株の発行価格及び資本組入額を記載すること。

権付社債の償還に代えて、その発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合にはその旨及 なお、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格について算式表示を行う場合に

びその方法を記載し、充当しない場合にはその旨を記載すること。 は、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｂ 「その他」の欄には、新株引受権付社債発行後の株式発行等により、新株引受権の行使

により発行する株式の発行価格又は資本組入額を調整する場合には、その概要、新株引受

権の行使に際し生ずる端数の処理等について記載すること。

ｃ 「新株引受権の譲渡に関する事項」の欄には、新株引受権のみの譲渡ができるかどうか

を記載すること。

ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株引受権を行使する者の請求により、新株引

受権付社債の償還に代えて、その発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合には、そ

の旨及びその方法を記載し、充当しない場合には、その旨を記載すること。

ｅ 新株引受権行使の効力の発生及び新株引受権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株引受権の行使により発行する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。

ｆ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」又は「新株引受権の行使請

求の取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、これらの事



項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(15)～(21) （略） (15)～(21) （略）

(22) 売出有価証券 (22) 売出有価証券

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所、氏名又は名称」の欄、「売出新株 ｂ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所、氏名又は名称」の欄、「売出社債

予約権証券」の「売出しに係る新株予約権証券の所有者の住所、氏名又は名称」の欄、「 」の「売出しに係る社債の所有者の住所、氏名又は名称」の欄又は「売出コマーシャル・

売出社債」の「売出しに係る社債の所有者の住所、氏名又は名称」の欄又は「売出コマー ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所、氏名又は名称」の

シャル・ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所、氏名又は 欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別にその売出株数又は売出社債若しくは

名称」の欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別にその売出株数、売出新株予 売出コマーシャル・ペーパーの券面額の総額を記載すること。

約権数又は売出社債若しくは売出コマーシャル・ペーパーの券面額の総額を記載すること

。

ｃ 「売出新株予約権証券」の「新株予約権の内容等」は、⒁のａに準じて記載すること。 （新設）

ｄ （略） ｃ （略）

ｅ 「売出社債」の「新株予約権付社債に関する事項」は、⒁に準じて記載すること。 （新設）

ｆ （略） ｄ （略）

(23) 売出しの条件 (23) 売出しの条件

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を記載し、社債及びコマーシャ

新株予約権１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額 ル・ペーパーについては券面額１００円についての売出価額を記載すること。

１００円についての売出価額を記載すること。

ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略）

(24)～(49) （略） (24)～(49) （略）



改 正 案 現 行

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１～第３ （略） 第１～第３ （略）

第４ 【提出会社の状況】 第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】 １ 【株式等の状況】

⑴ 【株式の総数等】⒄ ⑴ 【株式の総数等】⒄

① （略） ① （略）

② 【発行済株式】 ② 【発行済株式】

事業年度末現在発 提出日現在発行数 上場証券取引所名 事業年度末現在発行数 提出日現在発行数 上場証券取引所名又は登

種類 行数（株） （株） 又は登録証券業協 内容 種類 （株）（ 年 月 日） （株）（ 年 月 日） 録証券業協会名

（ 年 月 日） （ 年 月 日） 会名

計 －

計 － －

⑵ 【新株予約権等の状況】(17-2) （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場



合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ 【議決権の状況】(21) ⑸ 【議決権の状況】(21)

① 【発行済株式】 年 月 日現在 ① 【発行済株式】 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 【自己株式等】 ② 【自己株式等】

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －



⑺ 【ストックオプション制度の内容】(22) ⑹ 【ストックオプション制度の内容】(22)

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株式数 譲渡価額 権利行使期間 権利行使につい

（株） ての条件

付与対象者の区分及び人数

自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類

至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

２～５ （略） ２～５ （略）

第５～第７ （略） 第５～第７ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(16) （略） (１)～(16) （略）

(17) 株式の総数等 (17) 株式の総数等

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、償還株、議決権制限株等の種類 ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、後配株、償還株等の種類を記載

を記載し、その株式の具体的な内容を「内容」欄に記載すること。 し、その株式の議決権（商法第２４１条第１項に規定する議決権をいう。この号及び(21)

なお、無議決権株式又は議決権制限株式であつても、定款の定めにより議決権を有する の号（ｂを除く。）において同じ。）の有無及び内容を欄外に記載すること。

こととなる場合には、その旨及びその内容を「内容」の欄に記載すること。 なお、議決権のない株式であつても、商法第２４２条第１項ただし書の規定により議決

権を有する場合には、その旨及びその内容を欄外に記載すること。

ｃ 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載すること ｃ 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載すること

。 。

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する なお、転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合の「提出日現在」の欄に記載

法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１３年法律第１２９号。(17－２)及 すべき発行数については、当該転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使によるも

び⒅において「商法等改正整備法」という。）第１９条第２項の規定により新株予約権付 のに限り、報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記載することができる。た

社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債（以下ｃにおいて「転換社債又は新株引 だし、その旨を欄外に記載すること。

受権付社債」という。）を発行している場合を含む。(25)のｂにおいて同じ。）の「提出



日現在」の欄に記載すべき発行数については、当該新株予約権の行使（転換社債又は新株

引受権付社債の権利行使を含む。(25)のｂにおいて同じ。）によるものに限り、報告書の

提出日の属する月の前月末のものについて記載することができる。ただし、その旨を欄外

に記載すること。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

(17－2) 新株予約権等の状況 （新設）

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報

告書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に

係る新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金額、行使請求期

間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件並びに

譲渡に関する事項を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、そ

の残高についても記載すること。

ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予

約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。

ｃ 商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債

又は新株引受権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出日の

属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権

の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること

。

(18) 発行済株式総数、資本金等の推移 (18) 発行済株式総数、資本金等の推移

ａ 近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあつては１０事業年度）における（ ａ 近５事業年度（６箇月を１事業年度とする会社にあつては１０事業年度）における（

この間に発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がない場合には、その直前の）発 この間に発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減がない場合には、その直前の）発

行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減について記載すること。 行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減について記載すること。

また、当事業年度の末日後報告書の提出日までに発行済株式総数、資本金及び資本準備 また、当事業年度の末日後報告書の提出日までに発行済株式総数、資本金及び資本準備

金の増減がある場合には、その旨、増減があつた日及び増減の内訳を注記すること。 金の増減がある場合には、その旨、増減があつた日及び増減の内訳を注記すること。

なお、新株予約権の行使（商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付 なお、転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使による発行済株式総数、資本金

社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の権利行使を含む。）による発行済株式 及び資本準備金の増加については、当事業年度の末日後報告書の提出日の属する月の前月

総数、資本金及び資本準備金の増加については、当事業年度の末日後報告書の提出日の属 末までのものについて注記すること。

する月の前月末までのものについて注記すること。

ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発 ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発

行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等 行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等

）、発行価格及び資本組入額を欄外に記載すること。 ）、発行価格及び資本組入額を欄外に記載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄に外に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄に外に記載すること。

新株予約権の行使（商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付社債と 転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使による発行済株式総数、資本金及び資

みなされる転換社債又は新株引受権付社債の権利行使を含む。）による発行済株式総数、 本準備金の増加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、その旨を欄外に

資本金及び資本準備金の増加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、そ 記載すること。

の旨を欄外に記載すること。 利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組

利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組 入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については

入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については 、その内容を欄外に記載すること。

、その内容を欄外に記載すること。 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を



発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を 欄外に記載すること。

欄外に記載すること。

（削る） ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告

書提出日の属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は

新株引受権の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を注

記すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合に

は、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

ｃ （略） ｄ （略）

(19)・(20) （略） (19)・(20) （略）

(21) 議決権の状況 (21) 議決権の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「無議決権株式」の欄には、無議決権株式（単元未満株式を除く。ｅにおいて同じ。） ｂ 「議決権のない株式数」の欄には、議決権のない株式の総数を記載すること。ただし、

の総数及び内容を記載すること。 議決権のない株式のうち、商法第２４２条第１項ただし書の規定により議決権を有してい

るものがある場合には、その旨及びその内容を欄外に記載するとともに、その議決権を有

している議決権のない株式の数については、「議決権のない株式数」の欄には記載せず、

「議決権のある株式数」の欄に外書きすること。

ｃ 「議決権制限株式（自己株式等）」の欄には、議決権制限株式（単元未満株式を除く。 ｃ 「議決権のある株式数」の欄には、議決権のない株式及び単位未満株式以外の株式の総

ｄ及びｅにおいて同じ。）のうち、自己保有株式及び相互保有株式について、種類ごとに 数を記載すること。

総数、議決権の数及び内容を記載すること。 「自己株式等」の欄には、自己株式及び相互保有株式の総数を記載すること。

「単位未満株式数」の欄には、単位未満株式の総数を記載するとともに、当該単位未満

株式のうち自己株式又は相互保有株式がある場合には、その所有者の氏名又は名称及び保

有株式数を欄外に記載すること。

ｄ 「議決権制限株式（その他）」の欄には、ｃに該当する議決権制限株式以外の議決権制 ｄ 「他人名義」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を記載する

限株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。 とともに、欄外に他人名義で所有している理由並びにその名義人の氏名又は名称及び住所

を記載すること。

なお、株主名簿において所有者となつている場合であつても実質的に所有していない株

式については、その旨及びその株式数を欄外に記載すること。

ｅ 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、完全議決権株式のうち、自己保有株式及 （新設）

び相互保有株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。

ｆ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、ｅに該当する完全議決権株式以外の完全議決 （新設）

権株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。

ｇ 「単元未満株式」の欄には、単元未満株式の総数を種類ごとに記載すること。 （新設）

ｈ （略） ｅ （略）

(22)～(24) （略） (22)～(24) （略）

(25) 当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況 (25) 当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 当該授権株式数を定時株主総会の終結した日現在の発行済株式の総数で除して計算した ｂ 当該授権株式数を定時株主総会の終結した日現在の発行済株式の総数で除して計算した

割合等を欄外に記載すること。 割合等を欄外に記載すること。

なお、新株予約権付社債を発行している場合の当定時株主総会の終結した日現在の発行 なお、転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合の当定時株主総会の終結した

済株式の総数については、当該新株予約権の行使によるものに限り、当定時株主総会の終 日現在の発行済株式の総数については、当該転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利



結した日の属する月の前月末のものについて記載することができる。ただし、その旨を欄 行使によるものに限り、当定時株主総会の終結した日の属する月の前月末のものについて

外に記載すること。 記載することができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。

(26)～(50) （略） (26)～(50) （略）

(51) 継続開示会社たる保証会社に関する事項 (51) 継続開示会社たる保証会社に関する事項

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「② 臨時報告書」については、その提出理由について、第１９条第２項各号のうちい ｃ 「ロ 臨時報告書」については、その提出理由について、第１９条第２項各号のうちい

ずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。 ずれの規定に基づいて提出したのかを付記すること。

ｄ 「③ 訂正報告書」については、当該訂正報告書が、報告書、半期報告書又は臨時報告 ｄ 「ハ 訂正報告書」については、当該訂正報告書が、報告書、半期報告書又は臨時報告

書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。 書のいずれの訂正報告書であるのかを付記すること。

(52)～(54) （略） (52)～(54) （略）



改 正 案 現 行

第三号の二様式 第三号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】 第１ 【企業の概況】

１～３ （略） １～３ （略）

４ 【株式等の状況】⑺ ４ 【株式等の状況】⑺

⑴ 【株式の総数等】 ⑴ 【株式の総数等】

① （略） ① （略）

② 【発行済株式】 ② 【発行済株式】

事業年度末現在発 提出日現在発行数 上場証券取引所名 事業年度末現在発行数 提出日現在発行数 上場証券取引所名又は登

種類 行数（株） （株） 又は登録証券業協 内容 種類 （株）（ 年 月 日） （株）（ 年 月 日） 録証券業協会名

（ 年 月 日） （ 年 月 日） 会名

計 －

計 － －

⑵ 【新株予約権等の状況】 （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場



合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ 【議決権の状況】 ⑸ 【議決権の状況】

① 【発行済株式】 年 月 日現在 ① 【発行済株式】 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 【自己株式等】 ② 【自己株式等】

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －



⑺ 【ストックオプション制度の内容】⑻ ⑹ 【ストックオプション制度の内容】⑻

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株式数 譲渡価額 権利行使期間 権利行使につい

（株） ての条件

付与対象者の区分及び人数

自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類

至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

５～８ （略） ５～８ （略）

第２～第６ （略） 第２～第６ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第四号様式 第四号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１～第３ （略） 第１～第３ （略）

第４ 【提出会社の状況】 第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】 １ 【株式等の状況】

⑴ 【株式の総数等】 ⑴ 【株式の総数等】

① （略） ① （略）

② 【発行済株式】 ② 【発行済株式】

事業年度末現在発 提出日現在発行数 上場証券取引所名 事業年度末現在発行数 提出日現在発行数 上場証券取引所名又は登

種類 行数（株） （株） 又は登録証券業協 内容 種類 （株）（ 年 月 日） （株）（ 年 月 日） 録証券業協会名

（ 年 月 日） （ 年 月 日） 会名

計 －

計 － －

⑵ 【新株予約権等の状況】 （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場



合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ 【議決権の状況】⑴ ⑷ 【議決権の状況】⑴

① 【発行済株式】 ① 【発行済株式】

イ 事業年度末現在 年 月 日現在 イ 事業年度末現在 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

ロ 近日現在 年 月 日現在 ロ 年 月 日現在 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）



完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 【自己株式等】 ② 【自己株式等】

イ 事業年度末現在 イ 事業年度末現在

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －

ロ 近日現在 ロ 年 月 日現在

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －

⑹ 【ストックオプション制度の内容】 ⑸ 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 付与対象者 株式の種類 株式数 譲渡価額 権利行使期間 権利行使につい

（株） ての条件

付与対象者の区分及び人数

自 年 月 日

新株予約権の目的となる株式の種類



至 年 月 日

株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

２～４ （略） ２～４ （略）

第５・第６ （略） 第５・第６ （略）

第７ 【株式公開情報】⑵ 第７ 【株式公開情報】⑵

１ （略） １ （略）

２ 【第三者割当等の概況】 ２ 【第三者割当等の概況】

⑴ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 ⑴ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項 目 株 式 新株予約権 新株予約権付社債 項 目 株 式 転 換 社 債 新株引受権付社債

発行年月日 発行年月日

種類 種類

発行数 発行数

発行価格 発行価格

資本組入額 資本組入額

発行価額の総額 発行価額の総額

資本組入額の総額 資本組入額の総額

発行方法 発行方法

保有期間等に関する 保有期間等に関する

確約 確約

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略）



３ （略） ３ （略）

第８ （略） 第８ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第五号様式 第五号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１～第３ （略） 第１～第３ （略）

第４ 【提出会社の状況】 第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】 １ 【株式等の状況】

⑴ 【株式の総数等】 ⑴ 【株式の総数等】

① （略） ① （略）

② 【発行済株式】 ② 【発行済株式】

中間会計期間末現 提出日現在発行数 上場証券取引所名 中間会計期間末現在発行 提出日現在発行数 上場証券取引所名又は登

種類 在発行数（株） （株） 又は登録証券業協 内容 種類 数（株） （株）（ 年 月 日） 録証券業協会名

（ 年 月 日） （ 年 月 日） 会名 （ 年 月 日）

計 － － 計 －

⑵ 【新株予約権等の状況】(15-2) （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場



合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ 【議決権の状況】⒅ ⑷ 【議決権の状況】⒅

① 【発行済株式】 年 月 日現在 ① 【発行済株式】 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 【自己株式等】 ② 【自己株式等】

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －



２・３ （略） ２・３ （略）

第５・第６ （略） 第５・第６ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(10) (１)～(10)

(11) 経営上の重要な契約等 (11) 経営上の重要な契約等

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 当中間連結会計期間において、他の会社と株式交換し、若しくは株式交換に係る契約を ｄ 当中間連結会計期間において、連結会社以外の会社と株式交換し、若しくは株式交換に

締結した場合又は株式移転に係る株主総会の決議があつた場合には、重要性の乏しいもの 係る契約を締結した場合又は株式移転に係る株主総会の決議があつた場合には、重要性の

を除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、完全子会社となつた会社（当該完全親会社 乏しいものを除き、株式交換又は株式移転の目的、条件、完全子会社となつた会社（当該

の連結子会社であつた会社を除く。）の資産・負債の状況等について記載すること。 完全親会社の連結子会社であつた会社を除く。）の資産・負債の状況等について記載する

株式交換に係る契約の締結又は株式移転に係る株主総会の決議が近く確実に見込まれ、 こと。

かつ、その旨が公表されている場合には、その概要を記載すること。 株式交換に係る契約の締結又は株式移転に係る株主総会の決議が近く確実に見込まれ、

かつ、その旨が公表されている場合には、その概要を記載すること。

ｅ （略） ｅ （略）

(12)～(14) （略） (12)～(14) （略）

(15) 株式の総数等 (15) 株式の総数等

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、償還株、議決権制限株等の種類 ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、普通株、優先株、後配株、償還株等の種類を記載

を記載し、その株式の議決権の具体的な内容を「内容」の欄に記載すること。 し、その株式の議決権の有無及び内容を欄外に記載すること。

なお、無議決権株式又は議決権制限株式であつても、定款の定めにより議決権を有する なお、議決権のない株式であつても、商法第２４２条第１項ただし書の規定により議決

こととなる場合には、その旨及びその内容を「内容」の欄に記載すること。 権を有する場合には、その旨及びその内容を欄外に記載すること。

ｃ 「発行数」の欄には、当中間会計期間の末日現在及び提出日現在の発行数を記載するこ ｃ 「発行数」の欄には、当中間会計期間の末日現在及び提出日現在の発行数を記載するこ

と。 と。

なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合（商法等の一部を改正する なお、転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合の「提出日現在」の欄に記載

法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１３年法律第１２９号。(15－２)及 すべき発行数については、当該転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使によるも

び⒃において「商法等改正整備法」という。）第１９条第２項の規定により新株予約権付 のに限り、半期報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記載することができる

社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債（以下ｃにおいて「転換社債又は新株引 。ただし、その旨を欄外に記載すること。

受権付社債」という。）を発行している場合を含む。）の「提出日現在」の欄に記載すべ

き発行数については、当該新株予約権の行使（転換社債又は新株引受権付社債の権利行使

を含む。）によるものに限り、半期報告書の提出日の属する月の前月末のものについて記

載することができる。ただし、その旨を欄外に記載すること。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

(15－２) 新株予約権等の状況 （新設）

ａ 新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報

告書提出日の属する月の前月末現在における当該新株予約権又は当該新株予約権付社債に

係る新株予約権の数、目的となる株式の種類及び株式数、行使時の払込金額、行使請求期

間、行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額、行使の条件並びに

譲渡に関する事項を記載すること。なお、新株予約権付社債を発行している場合には、そ



の残高についても記載すること。

ｂ その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在している場合には、新株予

約権又は新株予約権付社債に準じて記載すること。

ｃ 商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債

又は新株引受権付社債を発行している場合には、当事業年度の末日並びに報告書提出日の

属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権

の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を記載すること

。

(16) 発行済株式総数、資本金等の状況 (16) 発行済株式総数、資本金等の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発 ｂ 新株の発行による発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加については、新株の発

行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等 行形態（有償・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等

）、発行価格及び資本組入額を欄外に記載すること。 ）、発行価格及び資本組入額を欄外に記載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。

新株予約権の行使（商法等改正整備法第１９条第２項の規定により新株予約権付社債と 転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使による発行済株式総数、資本金及び資

みなされる転換社債又は新株引受権付社債の権利行使を含む。）による発行済株式総数、 本準備金の増加については、当中間会計期間中の合計額を記載し、その旨を欄外に記載す

資本金及び資本準備金の増加については、当中間会計期間中の合計額を記載し、その旨を ること。

欄外に記載すること。 利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組

利益準備金、資本準備金若しくは再評価積立金その他の法律で定める準備金を資本に組 入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については

入れた場合又は利益処分による資本組入れを行つた場合における資本金の増加については 、その内容を欄外に記載すること。

、その内容を欄外に記載すること。 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を

発行済株式総数、資本金及び資本準備金の減少については、その理由及び減資割合等を 欄外に記載すること。

欄外に記載すること。

（削る） ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、当中間会計期間の末日並びに

半期報告書提出日の属する月の前月末現在における転換社債の残高、転換価格及び資本組

入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組

入額を注記すること。その他提出会社に対して新株の発行を請求できる権利が存在してい

る場合には、転換社債又は新株引受権に準じて記載すること。

ｃ （略） ｄ （略）

(17) （略） (17) （略）

(18) 議決権の状況 (18) 議決権の状況

ａ （略） ａ （略）

ｂ 「無議決権株式」の欄には、無議決権株式（単元未満株式を除く。ｅにおいて同じ。） ｂ 「議決権のない株式数」の欄には、議決権のない株式の総数を記載すること。ただし、

の総数及び内容を記載すること。 議決権のない株式のうち、商法第２４２条第１項ただし書の規定により議決権を有してい

るものがある場合には、その旨及びその内容を「摘要」欄に記載するとともに、その議決

権を有している議決権のない株式の数については、「議決権のない株式数」の欄には記載

せず、「議決権のある株式数」の欄に外書きすること。

ｃ 「議決権制限株式（自己株式等）」の欄には、議決権制限株式（単元未満株式を除く。 ｃ 「議決権のある株式数」の欄には、議決権のない株式及び単位未満株式以外の株式の総

ｄ及びｅにおいて同じ。）のうち、自己保有株式及び相互保有株式について、種類ごとに 数を記載すること。

総数、議決権の数及び内容を記載すること。 「自己株式等」の欄には、自己株式及び相互保有株式の総数を記載すること。



「単位未満株式数」の欄には、単位未満株式の総数を記載するとともに、当該単位未満株

式のうち自己株式又は相互保有株式がある場合には、その所有者の氏名又は名称及び保有

株式数を「摘要」欄に記載すること。

ｄ 「議決権制限株式（その他）」の欄には、ｃに該当する議決権制限株式以外の議決権制 ｄ 「他人名義」の欄には、他人（仮設人を含む。）名義で所有している株式数を記載する

限株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。 とともに、「摘要」欄に他人名義で所有している理由並びにその名義人の氏名又は名称及

び住所を記載すること。

なお、株主名簿において所有者となつている場合であつても実質的に所有していない株

式については、その旨及びその株式数を「摘要」欄に記載すること。

ｅ 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、完全議決権株式のうち、自己保有株式及 （新設）

び相互保有株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。

ｆ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、ｅに該当する完全議決権株式以外の完全議決 （新設）

権株式について、種類ごとに総数、議決権の数及び内容を記載すること。

ｇ 「単元未満株式」の欄には、単元未満株式の総数を種類ごとに記載すること。 （新設）

(19)～(38) （略） (19)～(38) （略）



改 正 案 現 行

第五号の二様式 第五号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

（略） （略）

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】 （略） 第１ 【企業の概況】 （略）

１・２ （略） １・２ （略）

３ 【株式等の状況】⑹ ３ 【株式等の状況】⑹

⑴ 【株式の総数等】 ⑴ 【株式の総数等】

① （略） ① （略）

② 【発行済株式】 ② 【発行済株式】

中間会計期間末現 提出日現在発行数 上場証券取引所名 中間会計期間末現在発行 提出日現在発行数 上場証券取引所名又は登

種類 在発行数（株） （株） 又は登録証券業協 内容 種類 数（株） （株） 録証券業協会名

（ 年 月 日） （ 年 月 日） 会名 （ 年 月 日） （ 年 月 日）

計 － － 計 －

⑵ 【新株予約権等の状況】 （新設）

新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する場



合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ 【議決権の状況】 ⑷ 【議決権の状況】

① 【発行済株式】 年 月 日現在 ① 【発行済株式】 年 月 日現在

区 分 株式数（株） 議決権の数（個） 内 容 議決権のない株式数 議決権のある株式数 議決権のある株式数 単元未満株式数

（株） （自己株式等） （その他）（株） （株）

無議決権株式 － （株）

議決権制限株式（自己株式等） －

議決権制限株式（その他）

完全議決権株式（自己株式数） －

完全議決権株式（その他）

単元未満株式 －

発行済株式総数 －

総株主の議決権 －

② 【自己株式等】 ② 【自己株式等】

発行済株式総 発行済株式総

所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所 所有者の氏 所有者の住 自己名義所有 他人名義所有 計（株） 数に対する所

名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 合計（株） 有株式数の割 名又は名称 所 株式数（株） 株式数（株） 有株式数の割

合（％） 合（％）

計 － 計 －



４～６ （略） ４～６ （略）

第２～第５ （略） 第２～第５ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第六号様式 第六号様式

有 価 証 券 通 知 書 有 価 証 券 通 知 書

（略） （略）

１ （略） １ （略）

２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件(ホ) ２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件(ホ)

発 行 発 行 資 本 申 込 払 込 発 行 発 行 資 本 申 込 払 込

区 分 (売出) (売出) 摘 要 区 分 (売出) (売出) 摘 要

数 価 格 組入額 期 間 期 日 数 価 格 組入額 期 間 期 日

株 主 割 当 株 主 割 当

株 その他の者に対する割当 株 その他の者に対する割当

一 般 募 集 募 一 般 募 集

募

式 （発起人の引受株式） 集 式 （発起人の引受株式）

集

計（総発行株式） の 計（総発行株式）

の

新 株 予 約 権 証 券 場 社 債

場

社 債 合 コマーシャル・ペーパー

合 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書

コマーシャル・ペーパー

外 国 譲 渡 性 預 金 証 書 カ バ ー ド ワ ラ ン ト

カ バ ー ド ワ ラ ン ト 預 託 証 券

預 託 証 券 株 式

売

株 式 出 社 債

売 し コマーシャル・ペーパー

出 社 債 の 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書

し コマーシャル・ペーパー 場

の 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書 合 カ バ ー ド ワ ラ ン ト



場

合 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 預 託 証 券

預 託 証 券

３～５ （略） ３～５ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ （略） １ （略）

２ 個別事項 ２ 個別事項

(イ)～(ハ) （略） (イ)～(ハ) （略）

(ニ) 新規発行（売出）有価証券 (ニ) 新規発行（売出）有価証券

⑴ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額（当該 ⑴ 募集若しくは売出しをしようとする有価証券で当該取得に係る発行価額の総額が１億

有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当 円未満であるもの又は募集によらないで取得される株式で当該取得に係る発行価額の総

該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し 額が１億円以上であるものを発行する場合における当該株式について、記載すること。

た金額）が１億円未満であるもの又は募集によらないで取得される株式で当該取得に係

る発行価額の総額が１億円以上であるものを発行する場合における当該株式について、

記載すること。

⑵ 「銘柄」欄には、「第何回何％利付無担保社債」等のように記載すること。 ⑵ 「銘柄」欄には、「第何回物上担保付転換社債」、「第何回何％利付無担保社債」の

ように記載すること。

⑶～⑺ （略） ⑶～⑺ （略）

⑻ 新規発行株式、新規発行新株予約権証券又は新規発行社債については、当該有価証券 ⑻ 新規発行株式又は新規発行社債については、当該有価証券の発行を決議した取締役会

の発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日を「摘要」欄に記載すること。 又は株主総会の決議年月日を「摘要」欄に記載すること。

⑼ 新株予約権証券については、その新株予約権の内容（新株予約権の目的となる株式の （新設）

種類及び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新

株予約権の行使の条件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行

価格のうち資本組入額、新株予約権の譲渡に関する事項等）を「摘要」欄に記載するこ

と。

⑽ （略） ⑼ （略）

⑾ （略） ⑽ （略）

⑿ （略） ⑾ （略）

⒀ （略） ⑿ （略）

(ホ) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 (ホ) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額、新株予 ⑶ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額、社債、

約権証券については新株予約権１個の発行価額又は売出価額、社債、コマーシャル・ペ コマーシャル・ペーパー及び外国譲渡性預金証書については券面額についての発行価額

ーパー及び外国譲渡性預金証書については券面額についての発行価額又は売出価額、カ 又は売出価額、カバードワラント及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価

バードワラント及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること 額を記載すること。

。 なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きするこ

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きするこ と。



と。

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略）

(ヘ) 有価証券の引受けの概要 (ヘ) 有価証券の引受けの概要

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 新株予約権証券の引受けについては引受新株予約権数並びに社債、カバードワラント ⑵ 社債、カバードワラント及び預託証券の引受けについては、引受金額を「引受株式数

及び預託証券の引受けについては引受金額を「引受株式数」欄に記載すること。 」欄に記載すること。

⑶ （略） ⑶ （略）

(ト) 過去２年以内における募集又は売出し (ト) 過去２年以内における募集又は売出し

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価格又は売出価格を、新株 ⑵ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価格又は売出価格を、社債

予約権証券については新株予約権１個の発行価額又は売出価額、社債及びコマーシャル 及びコマーシャル・ペーパーについては券面額についての発行価格又は売出価格、外国

・ペーパーについては券面額についての発行価格又は売出価格、外国譲渡性預金証書に 譲渡性預金証書については申込単位当たりの発行価格又は売出価格を、カバードワラン

ついては申込単位当たりの発行価格又は売出価格を、カバードワラント及び預託証券に ト及び預託証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。

ついては１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略）

(チ) （略） (チ) （略）



改 正 案 現 行

第七号様式 第七号様式

有 価 証 券 届 出 書 ⑴ 有 価 証 券 届 出 書 ⑴

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１ （略） １ （略）

２ 新株予約権証券の募集⒂ （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

３ 社債の募集⒃ ２ 社債の募集⒂

銘柄 券面総額 銘柄 券面総額

記名・無記名の別 発行価額の総額 記名・無記名の別 発行価額の総額



各社債の金額 申込期間 各社債の金額 申込期間

発行価格 申込証拠金 発行価格 申込証拠金

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 公告の方法 募集の方法 公告の方法

引受人 引受人

社債の管理会社とその職 社債の管理会社とその職

務 務

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

債権者集会 債権者集会



準拠法及び管轄裁判所 準拠法及び管轄裁判所

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項）⒄ （転換社債に関する事項）⒃

新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の記名・無記名

の別、額面・無額面の別及び種類

新株予約権の行使時の払込金額

転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 転換請求の受付場所及び取次場所

新株予約権の行使により株式を発行する 摘要

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（新株引受権付社債に関する事項）⒄

新株予約権の行使請求期間

権利行使により発行する株式の発行

新株予約権の行使請求の受付場所、取次 価額の総額

場所及び払込取扱場所 新 （新株引受権付社債の券面総額に対

株 する割合） （ ％）

新株予約権の行使の条件 引

受 権利行使により発行する株式の記名

新株予約権の消却事由及び消却の条件 権 ・無記名の別、額面・無額面の別及

の び種類

新株予約権の譲渡に関する事項 内

容 権利行使により発行する株式の発行

代用払込みに関する事項 価格及び資本組入額

摘要 その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所



新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

４ （略） ３ （略）

５ （略） ４ （略）

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券(24) １ 売出有価証券(24)

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

⑺ （略） ⑹ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）



第二部～第四部 （略） 第二部～第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(14) （略） (１)～(14) （略）

(15) 新株予約権証券の募集 （新設）

ａ 新株予約権の目的となる株式の種類が異なる場合には、当該株式の種類ごとに区分して

記載すること。

ｂ 「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、「発行価額の総額」は届出書

提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。

ｃ 「発行価格」の欄には、新株予約権１個の発行価格を記載すること。

また、「発行価格」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期及び

具体的な決定方法を注記すること。

ｄ 「申込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、その決定予定時期を注記

すること。

ｅ 「摘要」欄には、新株予約権証券の発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日

を記載すること。

また、申込みの方法、申込証拠金の利息、申込証拠金の払込金への振替充当、申込みが

超過した場合の処理その他申込み又は払込みに関し必要な事項を記載すること。

ｆ 新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株予約権の行使により発行し、又は移転する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記

載すること。

ｇ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の欄

には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格及び資本組入額

を記載すること。

なお、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格について算式表示

を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｈ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」又は

「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書

を提出する場合には、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること

。

ｉ 「新株予約権証券の引受け」については、⒁に準じて記載すること。

(16) （略） (15) （略）

（削る） (16) 転換社債に関する事項

ａ 「転換の条件」の欄には、転換価格、資本組入額、転換社債発行後の株式発行等により

転換価格又は資本組入額を調整する場合にはその概要、転換に際し生ずる端数の処理につ

いて記載すること。

なお、転換価格について算式表示を行う場合には、資本組入額は当該算式に基づいて記

載すること。

ｂ 転換の効力の発生及び転換後第１回目の配当、株券の交付方法等転換により発行する株

式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。



ｃ 「転換の条件」又は「転換請求の取次場所」を記載しないで届出書を提出する場合には

、これらの事項の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(17) 新株予約権付社債に関する事項 (17) 新株引受権付社債に関する事項

ａ ⒂のａ、ｆ、ｇ及びｈに準じて記載すること。 ａ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」の欄には、新株引受権の行

ｂ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株予約権を行使する者の請求により、新株予 使により発行する株式１株の発行価額又は資本組入額を記載すること。

約権付社債の償還に代えて、その発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合にはその なお、新株引受権の行使により発行する株式の発行価格について算式表示を行う場合に

旨及びその方法を記載し、充当しない場合にはその旨を記載すること。 は、資本組入額は当該算式に基づいて記載すること。

ｂ 「その他」の欄には、新株引受権付社債発行後の株式発行等により、新株引受権の行使

により発行する株式の発行価格又は資本組入額を調整する場合には、その概要、新株引受

権の行使に際し生ずる端数の処理について記載すること。

ｃ 「新株引受権の譲渡に関する事項」の欄には、新株引受権のみの譲渡ができるかどうか

記載すること。

ｄ 「代用払込みに関する事項」の欄には、新株引受権を行使する者の請求により、新株引

受権付社債の償還に代えて、発行価額をもつて新株の払込金に充当する場合には、その旨

及びその方法を記載し、充当しない場合には、その旨を記載すること。

ｅ 新株引受権行使の効力の発生及び新株引受権の行使後第１回目の配当、株券の交付方法

等新株引受権の行使により発行する株式に関し必要な事項を「摘要」欄に記載すること。

ｆ 「権利行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額」又は新株引受権の行使請求

の取次場所及び払込取扱場所」を記載しないで届出書を提出する場合には、これらの事項

の決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。

(18)～(23) （略） (18)～(23) （略）

(24) 売出有価証券 (24) 売出有価証券

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出新 ｃ 「売出株式」の「売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出社

株予約権証券」の「売出しに係る新株予約権証券の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄 債」の「売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出コマーシャル

、「売出社債」の「売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称」の欄、「売出コ ・ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所及び氏名又は名称

マーシャル・ペーパー」の「売出しに係るコマーシャル・ペーパーの所有者の住所及び氏 」の欄又は「売出外国譲渡性預金証書」の「売出しに係る外国譲渡性預金証書の所有者の

名又は名称」の欄又は「売出外国譲渡性預金証書」の「売出しに係る外国譲渡性預金証書 住所、氏名又は名称」の欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別にその売出株

の所有者の住所、氏名又は名称」の欄には、所有者が２人以上ある場合には、所有者別に 数、売出社債若しくは売出コマーシャル・ペーパーの券面額又は売出外国譲渡性預金証書

その売出株数、売出新株予約権数、売出社債若しくは売出コマーシャル・ペーパーの券面 の預入金額の総額を記載すること。

額又は売出外国譲渡性預金証書の預入金額の総額を記載すること。

ｄ 「売出新株予約権証券」の「新株予約権の内容等」は、⒄のａに準じて記載すること。 （新設）

ｅ （略） ｄ （略）

ｆ 「売出社債」の「新株予約権付社債に関する事項」は、⒄に準じて記載すること。 （新設）

ｇ （略） ｅ （略）

(25) 売出しの条件 (25) 売出しの条件

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を記載し、社債及びコマーシャ

新株予約権１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額 ル・ペーパーについては券面額についての売出価額、外国譲渡性預金証書については申込

についての売出価額、外国譲渡性預金証書については申込単位当たりの売出金額を記載す 単位当たりの売出金額を記載すること。

ること。



ｂ～ｆ （略） ｂ～ｆ （略）

(26)～(41) （略） (26)～(41) （略）

(42) 株式の総数等 (42) 株式の総数等

ａ 「未発行株式数」の欄には、新株予約権の行使等により発行される予定の株式がある場 ａ 「未発行株式数」の欄には、転換社債の転換、新株引受権付社債の権利行使等により発

合には、その数、種類等について付記すること。 行される予定の株式がある場合には、その数、種類等について付記すること。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(43) 発行済株式総数、資本金等の推移 (43) 発行済株式総数、資本金等の推移

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償 ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償

・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を「摘要」 ・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を「摘要」

欄に記載すること。 欄に記載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を「摘要」欄に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を「摘要」欄に記載すること。

新株予約権の行使等による発行済株式総数及び資本金の増加については、事業年度ごと 転換社債の転換、新株引受権付社債の権利行使等による発行済株式総数及び資本金の増

にそれぞれの合計額を記載し、その旨を「摘要」欄に記載すること。 加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、その旨を「摘要」欄に記載す

発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由、減資割合等を「摘要」欄に記 ること。

載すること。 発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由、減資割合等を「摘要」欄に記

載すること。

ｃ 新株予約権付社債を発行している場合には、 近事業年度の末日における新株予約権の ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、 近事業年度の末日における

残高、新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。 転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使によ

り発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。

(44)～(63) （略） (44)～(63) （略）



改 正 案 現 行

第七号の二様式 第七号の二様式

有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 届 出 書

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１ （略） １ （略）

２ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

３ 社債の募集 ２ 社債の募集

銘柄 券面総額 銘柄 券面総額

記名・無記名の別 発行価額の総額 記名・無記名の別 発行価額の総額



各社債の金額 申込期間 各社債の金額 申込期間

発行価格 申込証拠金 発行価格 申込証拠金

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 公告の方法 募集の方法 公告の方法

引受人 引受人

社債の管理会社とその職 社債の管理会社とその職

務 務

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

債権者集会 債権者集会



準拠法及び管轄裁判所 準拠法及び管轄裁判所

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）

新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の記名・無記名

の別、額面・無額面の別及び種類

新株予約権の行使時の払込金額

転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 転換請求の受付場所及び取次場所

新株予約権の行使により株式を発行する 摘要

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使請求期間

権利行使により発行する株式の発行

新株予約権の行使請求の受付場所、取次 価額の総額

場所及び払込取扱場所 新 （新株引受権付社債の券面総額に対

株 する割合） （ ％）

新株予約権の行使の条件 引

受 権利行使により発行する株式の記名

新株予約権の消却事由及び消却の条件 権 ・無記名の別、額面・無額面の別及

の び種類

新株予約権の譲渡に関する事項 内

容 権利行使により発行する株式の発行

代用払込みに関する事項 価格及び資本組入額

摘要 その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所



新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

４ （略） ３ （略）

５ （略） ４ （略）

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

⑺ （略） ⑹ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）



第二部～第五部 （略） 第二部～第五部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第七号の三様式 第七号の三様式

有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 届 出 書

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１ （略） １ （略）

２ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数



新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

３ 社債の募集 ２ 社債の募集

銘柄 券面総額 銘柄 券面総額

記名・無記名の別 発行価額の総額 記名・無記名の別 発行価額の総額



各社債の金額 申込期間 各社債の金額 申込期間

発行価格 申込証拠金 発行価格 申込証拠金

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 公告の方法 募集の方法 公告の方法

引受人 引受人

社債の管理会社とその職 社債の管理会社とその職

務 務

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

債権者集会 債権者集会



準拠法及び管轄裁判所 準拠法及び管轄裁判所

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）

新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の記名・無記名

の別、額面・無額面の別及び種類

新株予約権の行使時の払込金額

転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 転換請求の受付場所及び取次場所

新株予約権の行使により株式を発行する 摘要

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使請求期間

権利行使により発行する株式の発行

新株予約権の行使請求の受付場所、取次 価額の総額

場所及び払込取扱場所 新 （新株引受権付社債の券面総額に対

株 する割合） （ ％）

新株予約権の行使の条件 引

受 権利行使により発行する株式の記名

新株予約権の消却事由及び消却の条件 権 ・無記名の別、額面・無額面の別及

の び種類

新株予約権の譲渡に関する事項 内

容 権利行使により発行する株式の発行

代用払込みに関する事項 価格及び資本組入額

摘要 その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所



新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

４ （略） ３ （略）

５ （略） ４ （略）

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

⑹ （略） ⑸ （略）

⑺ （略） ⑹ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）



弟二部～第四部 （略） 弟二部～第四部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第八号様式 第八号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(23) （略） (１)～(23) （略）

(24) 発行済株式総数、資本金等の推移 (24) 発行済株式総数、資本金等の推移

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償 ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償

・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を欄外に記 ・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を欄外に記

載すること。 載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。

新株予約権の行使等による発行済株式総数及び資本金の増加については、事業年度ごと 転換社債の転換、新株引受権付社債の権利行使等による発行済株式総数及び資本金の増

にそれぞれの合計額を記載し、その旨を欄外に記載すること。 加については、事業年度ごとにそれぞれの合計額を記載し、その旨を欄外に記載すること

発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由及び減資割合等を欄外に記載す 。

ること。 発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由及び減資割合等を欄外に記載す

ること。

ｃ 新株予約権を発行している場合には、 近事業年度の末日における新株予約権の残高、 ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、 近事業年度の末日における

新株予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。 転換社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使によ

り発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。

(25)～(41) （略） (25)～(41) （略）



改 正 案 現 行

第十号様式 第十号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(18) （略） (１)～(18) （略）

(19) 発行済株式総数、資本金等の推移 (19) 発行済株式総数、資本金等の推移

ａ （略） ａ （略）

ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償 ｂ 新株の発行による発行済株式総数及び資本金の増加については、新株の発行形態（有償

・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を欄外に記 ・無償の別、株主割当・第三者割当等の別、株主割当の場合には割当比率等）を欄外に記

載すること。 載すること。

合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。 合併については、合併の相手先名及び合併比率を欄外に記載すること。

新株予約権の行使等による発行済株式総数及び資本金の増加については、当該半期中の 転換社債の転換又は新株引受権付社債の権利行使等による発行済株式総数及び資本金の

合計額を記載し、その旨を欄外に記載すること。 増加については、当該半期中の合計額を記載し、その旨を欄外に記載すること。

発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由及び減資割合等を欄外に記載す 発行済株式総数及び資本金の減少については、その理由及び減資割合等を欄外に記載す

ること。 ること。

ｃ 新株予約権を発行している場合には、当該半期末現在における新株予約権の残高、新株 ｃ 転換社債又は新株引受権付社債を発行している場合には、当該半期末現在における転換

予約権の行使により発行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。 社債の残高、転換価格及び資本組入額又は新株引受権の残高、新株引受権の行使により発

行する株式の発行価格及び資本組入額を付記すること。

(20)～(32) （略） (20)～(32) （略）



改 正 案 現 行

第十一号様式 第十一号様式

発行登録番号 － 発行登録番号 －

発 行 登 録 書 発 行 登 録 書

（略） （略）

第一部 証券情報(ヘ) 第一部 証券情報(ヘ)

第１ 募集要項 （略） 第１ 募集要項 （略）

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券 （新設）

５ （略） ４ （略）

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

第２ 売出要項 （略） 第２ 売出要項 （略）

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

⑶ （略） ⑵ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第十二号様式 第十二号様式

発行登録追補書類番号 － － 発行登録追補書類番号 － －

発 行 登 録 追 補 書 類 発 行 登 録 追 補 書 類

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１～３ （略） １～３ （略）

４ 新規発行新株予約権証券 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等



新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

５ 新規発行社債 ４ 新規発行社債

銘柄 券面総額 円 銘柄 券面総額 円



記名・無記名の別 発行価額の総額 円 記名・無記名の別 発行価額の総額 円

各社債の金額 円 申込期間 各社債の金額 円 申込期間

発行価格 円 申込証拠金 円 発行価格 円 申込証拠金 円

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 募集の方法

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

担保付社債信託法上の受託会社 担保付社債信託法上の受託会社

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項

取得格付 取得格付



摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）

新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の種類

新株予約権の行使時の払込金額 転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する 転換請求の受付場所及び取次場所

場合の株式の発行価額の総額

財務 担保提供制限

新株予約権の行使により株式を発行する 上の

場合の株式の発行価格及び資本組入額 特約 その他の条項

新株予約権の行使請求期間 取得格付

新株予約権の行使請求の受付場所、取次 摘要

場所及び払込取扱場所

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使の条件

権利行使により発行する株式の発行 円

新株予約権の消却事由及び消却の条件 新 価額の総額

株 （新株引受権付社債の券面総額に対

新株予約権の譲渡に関する事項 引 する割合） （ ％）

受

代用払込みに関する事項 権 権利行使により発行する株式の種類

の

摘要 内 権利行使により発行する株式の発行

容 価格及び資本組入額 円

その他

新株引受権の行使請求期間

新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項



代用払込みに関する事項

財務 担保提供制限

上の

特約 その他の条項

取得格付

摘要

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

円 円 円 円

（新株予約権付社債に関する事項）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）



（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第十三号様式 第十三号様式

発行登録通知書番号 － － 発行登録通知書番号 － －

発 行 登 録 通 知 書 発 行 登 録 通 知 書

（略） （略）

１ （略） １ （略）

２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 ２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件

発 行 発 行 資 本 申 込 払 込 発 行 発 行 資 本 申 込 払 込

区 分 (売出) (売出) 摘要 区 分 (売出) (売出) 摘要

数 価 格 組入額 期 間 期 日 数 価 格 組入額 期 間 期 日

株 主 割 当 株 主 割 当

株 その他の者に対する割当 募 株 その他の者に対する割当

募

一 般 募 集 集 一 般 募 集

集

式 （発起人の引受株式） の 式 （発起人の引受株式）

の

計（総発行株式） 場 計（総発行株式）

場

新 株 予 約 権 証 券 合 社 債

合

社 債 コマーシャル・ペーパー

コマーシャル・ペーパー 売出 株 式

しの

売出 株 式 場合 社 債

しの コマーシャル・ペーパー

場合 社 債

コマーシャル・ペーパー

３・４ （略） ３・４ （略）



（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第十四号様式 第十四号様式

発行登録番号 － 発行登録番号 －

発 行 登 録 発 行 登 録

（略） （略）

第一部 証券情報(ヘ) 第一部 証券情報(ヘ)

第１ 募集要項 第１ 募集要項

（略） （略）

１ （略） １ （略）

２ 新株予約権証券の募集 （新設）

３ （略） ２ （略）

４ （略） ２の２ （略）

５ （略） ２の３ （略）

６ （略） ３ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

（略） （略）

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

⑶ （略） ⑵ （略）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第十五号様式 第十五号様式

発行登録追補書類番号 － － 発行登録追補書類番号 － －

発 行 登 録 追 補 書 類 発 行 登 録 追 補 書 類

（略） （略）

第一部 証券情報 第一部 証券情報

第１ 募集要項 第１ 募集要項

１ （略） １ （略）

２ 新株予約権証券の募集 （新設）

⑴ 募集の条件

発行数

発行価額の総額

発行価格

申込手数料

申込単位

申込期間

申込証拠金

申込取扱場所

払込期日

払込取扱場所

摘要

⑵ 新株予約権の内容等



新株予約権の目的となる株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使請求期間

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株予約権の行使の条件

新株予約権の消却事由及び消却の条件

新株予約権の譲渡に関する事項

摘要

⑶ 新株予約権証券の引受け

引受人の氏名又は名称 住 所 引受新株予約権数 引受けの条件

計

３ 社債の募集 ２ 社債の募集

銘柄 券面総額 銘柄 券面総額



記名・無記名の別 発行価額の総額 記名・無記名の別 発行価額の総額

各社債の金額 申込期間 各社債の金額 申込期間

発行価格 申込証拠金 発行価格 申込証拠金

利率 ％ 払込期日 利率 ％ 払込期日

利払日 申込取扱場所 利払日 申込取扱場所

償還期限 登録機関 償還期限 登録機関

募集の方法 公告の方法 募集の方法 公告の方法

引受人 引受人

社債の管理会社とその職 社債の管理会社とその職

務 務

利息支払の方法 利息支払の方法

償還の方法 償還の方法

種類 種類

目的物 目的物

順位 順位

担 保 先順位の担保をつけた債権の金額 担 保 先順位の担保をつけた債権の金額

担保の目的物に関し担保権者に対 担保の目的物に関し担保権者に対

抗する権利 抗する権利

保証 保証

財務上 担保提供制限 財務上 担保提供制限

の特約 その他の条項 の特約 その他の条項



債権者集会 債権者集会

準拠法及び管轄裁判所 準拠法及び管轄裁判所

取得格付 取得格付

摘要 摘要

（新株予約権付社債に関する事項） （転換社債に関する事項）

新株予約権の目的となる株式の種類 転換の条件

新株予約権の目的となる株式の数 転換により発行する株式の記名・無記名

の別、額面・無額面の別及び種類

新株予約権の行使時の払込金額

転換請求期間

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 転換請求の受付場所及び取次場所

新株予約権の行使により株式を発行する 摘要

場合の株式の発行価格及び資本組入額

（新株引受権付社債に関する事項）

新株予約権の行使請求期間

権利行使により発行する株式の発行

新株予約権の行使請求の受付場所、取次 価額の総額

場所及び払込取扱場所 新 （新株引受権付社債の券面総額に対

株 する割合） （ ％）

新株予約権の行使の条件 引

受 権利行使により発行する株式の記名

新株予約権の消却事由及び消却の条件 権 ・無記名の別、額面・無額面の別及

の び種類

新株予約権の譲渡に関する事項 内

容 権利行使により発行する株式の発行

代用払込みに関する事項 価格及び資本組入額

摘要 その他

新株引受権の行使請求期間



新株引受権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所

新株引受権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

摘要

４ （略） ２の２ （略）

５ （略） ２の３ （略）

６ （略） ３ （略）

第２ 売出要項 第２ 売出要項

１ 売出有価証券 １ 売出有価証券

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 売出新株予約権証券 （新設）

売 出 数 売出価額の総額 売出しに係る新株予約権証券の所 摘 要

有者の住所及び氏名又は名称

（新株予約権の内容等）

⑶ 売出社債 ⑵ 売出社債

銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要 銘 柄 売出券面額の総 売出価額の総額 売出しに係る社債の所有者 摘 要

額 の住所及び氏名又は名称 額 の住所及び氏名又は名称

（新株予約権付社債に関する事項）

⑷ （略） ⑶ （略）

⑸ （略） ⑷ （略）

２ （略） ２ （略）

第３ （略） 第３ （略）

第二部～第三部 （略） 第二部～第三部 （略）



（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）



改 正 案 現 行

第十六号様式 第十六号様式

発行登録通知書番号 － － 発行登録通知書番号 － －

発 行 登 録 追 補 書 類 発 行 登 録 追 補 書 類

（略） （略）

１ （略） １ （略）

２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 ２ 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件

発 行 発 行 資 本 申 込 払 込 発 行 発 行 資 本 申 込 払 込

区 分 (売出) (売出) 摘 要 区 分 (売出) (売出) 摘 要

数 価 格 組入額 期 間 期 日 数 価 格 組入額 期 間 期 日

株 主 割 当 株 主 割 当

株 その他の者に対する割当 募 株 その他の者に対する割当

一 般 募 集 集 一 般 募 集

募

式 （発起人の引受株式） の 式 （発起人の引受株式）

集

計（総発行株式） 場 計（総発行株式）

の

新 株 予 約 権 証 券 合 社 債

場

社 債 コマーシャル・ペーパー

合 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書

コマーシャル・ペーパー

外 国 譲 渡 性 預 金 証 書 売 株 式

出

売 株 式 し 社 債

出 の コマーシャル・ペーパー

し 社 債 場 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書

の コマーシャル・ペーパー 合

場 外 国 譲 渡 性 預 金 証 書

合



３・４ （略） ３・４ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）


